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平成２４年第１回大仙市議会定例会会議録第１号

平成２４年２月２７日（月曜日）

議 事 日 程 第 １ 号

平成２４年２月２７日（月曜日）午前１０時開議

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定 （１８日間）

第 ３ 議長報告 ・専決処分報告（法第１８０条関係）

・議員関係私企業との請負契約等の締結状況報告

（大仙市議会議員政治倫理条例第５条第６項関係）

・例月現金出納検査結果

・定期監査（後期）報告書

・議会動静報告書

第 ４ 施政方針演説

第 ５ 議案第１２号 大仙市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例の制定について （質疑・討論・表決）

第 ６ 議案第１３号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて

（説明・質疑・討論・表決）

第 ７ 報告第 １号 専決処分報告について（平成２３年度大仙市一般会計補正予算

（第１３号） （説 明）

第 ８ 議案第１４号 大仙市税条例の一部を改正する条例の制定について（説 明）

第 ９ 議案第１５号 大仙市減債基金条例の一部を改正する条例の制定について

（説 明）

第１０ 議案第１６号 大仙市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

（説 明）

第１１ 議案第１７号 大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について （説 明）
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第１２ 議案第１８号 大仙市議会議員及び大仙市長の選挙における選挙運動に要する

費用の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて （説 明）

第１３ 議案第１９号 大仙市移動通信用鉄塔設置条例の一部を改正する条例の制定に

ついて （説 明）

第１４ 議案第２０号 大仙市太田四季の村条例の一部を改正する条例の制定について

（説 明）

第１５ 議案第２１号 大仙市立図書館設置条例の一部を改正する条例の制定について

（説 明）

第１６ 議案第２２号 大仙市児童館及び児童センターに関する条例の一部を改正する

条例の制定について （説 明）

第１７ 議案第２３号 大仙市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について

（説 明）

第１８ 議案第２４号 大仙市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定につい

て （説 明）

第１９ 議案第２５号 大仙市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

（説 明）

第２０ 議案第２６号 大仙市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について （説 明）

第２１ 議案第２７号 大仙市暴力団排除条例の制定について （説 明）

第２２ 議案第２８号 大仙市市民バス条例の制定について （説 明）

第２３ 議案第２９号 大仙市総合民俗資料交流館条例の制定について （説 明）

第２４ 議案第３０号 大仙市第三セクター運営観光施設等整備基金条例を廃止する条

例の制定について （説 明）

第２５ 議案第３１号 大仙市立幼稚園預かり保育料徴収条例を廃止する条例の制定に

ついて （説 明）

第２６ 議案第３２号 大仙市新型インフルエンザ発熱外来センター設置条例を廃止す

る条例の制定について （説 明）

第２７ 議案第３３号 町の区域の変更について （説 明）

第２８ 議案第３４号 字の区域の変更について （説 明）
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第２９ 議案第３５号 大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」の指定管理

者の指定について （説 明）

第３０ 議案第３６号 西仙北ぬく森温泉ユメリアの指定管理者の指定について

（説 明）

第３１ 議案第３７号 大曲仙北広域市町村圏組合規約の一部変更について（説 明）

第３２ 議案第３８号 市道の路線の認定及び廃止について （説 明）

第３３ 議案第３９号 平成２３年度大仙市宅地造成事業特別会計への繰入額の変更に

ついて （説 明）

第３４ 議案第４０号 平成２３年度大仙市老人デイサービス事業特別会計への繰入額

の変更について （説 明）

第３５ 議案第４１号 平成２４年度大仙市簡易水道事業特別会計への繰入れについて

（説 明）

第３６ 議案第４２号 平成２４年度大仙市公共下水道事業特別会計への繰入れについ

て （説 明）

第３７ 議案第４３号 平成２４年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計への

繰入れについて （説 明）

第３８ 議案第４４号 平成２４年度大仙市特定地域生活排水処理事業特別会計への繰

入れについて （説 明）

第３９ 議案第４５号 平成２４年度大仙市農業集落排水事業特別会計への繰入れにつ

いて （説 明）

第４０ 議案第４６号 平成２４年度大仙市老人デイサービス事業特別会計への繰入れ

について （説 明）

第４１ 議案第４７号 平成２４年度大仙市スキー場事業特別会計への繰入れについて

（説 明）

第４２ 議案第４８号 平成２３年度大仙市一般会計補正予算（第１４号）（説 明）

第４３ 議案第４９号 平成２３年度大仙市国民健康保険事業特別会計補正予算（第６

号） （説 明）

第４４ 議案第５０号 平成２３年度大仙市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号） （説 明）
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第４５ 議案第５１号 平成２３年度大仙市土地区画整理事業特別会計補正予算（第３

号） （説 明）

第４６ 議案第５２号 平成２３年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第４号）

（説 明）

第４７ 議案第５３号 平成２３年度大仙市奨学資金特別会計補正予算（第１号）

（説 明）

第４８ 議案第５４号 平成２３年度大仙市宅地造成事業特別会計補正予算（第１号）

（説 明）

第４９ 議案第５５号 平成２３年度大仙市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

（説 明）

第５０ 議案第５６号 平成２３年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第３

号） （説 明）

第５１ 議案第５７号 平成２３年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正

予算（第５号） （説 明）

第５２ 議案第５８号 平成２３年度大仙市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４

号） （説 明）

第５３ 議案第５９号 平成２３年度大仙市介護老人保健施設介護サービス事業特別会

計補正予算（第３号） （説 明）

第５４ 議案第６０号 平成２３年度大仙市老人デイサービス事業特別会計補正予算

（第１号） （説 明）

第５５ 議案第６１号 平成２３年度大仙市淀川財産区特別会計補正予算（第１号）

（説 明）

第５６ 議案第６２号 平成２３年度大仙市上水道事業会計補正予算（第４号）

（説 明）

第５７ 議案第６３号 平成２４年度大仙市一般会計予算 （説 明）

第５８ 議案第６４号 平成２４年度大仙市国民健康保険事業特別会計予算（説 明）

第５９ 議案第６５号 平成２４年度大仙市後期高齢者医療特別会計予算 （説 明）

第６０ 議案第６６号 平成２４年度大仙市土地区画整理事業特別会計予算（説 明）

第６１ 議案第６７号 平成２４年度大仙市学校給食事業特別会計予算 （説 明）

第６２ 議案第６８号 平成２４年度大仙市奨学資金特別会計予算 （説 明）
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第６３ 議案第６９号 平成２４年度大仙市簡易水道事業特別会計予算 （説 明）

第６４ 議案第７０号 平成２４年度大仙市公共下水道事業特別会計予算 （説 明）

第６５ 議案第７１号 平成２４年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算

（説 明）

第６６ 議案第７２号 平成２４年度大仙市特定地域生活排水処理事業特別会計予算

（説 明）

第６７ 議案第７３号 平成２４年度大仙市農業集落排水事業特別会計予算（説 明）

第６８ 議案第７４号 平成２４年度大仙市老人デイサービス事業特別会計予算

（説 明）

第６９ 議案第７５号 平成２４年度大仙市スキー場事業特別会計予算 （説 明）

第７０ 議案第７６号 平成２４年度大仙市内小友財産区特別会計予算 （説 明）

第７１ 議案第７７号 平成２４年度大仙市大川西根財産区特別会計予算 （説 明）

第７２ 議案第７８号 平成２４年度大仙市荒川財産区特別会計予算 （説 明）

第７３ 議案第７９号 平成２４年度大仙市峰吉川財産区特別会計予算 （説 明）

第７４ 議案第８０号 平成２４年度大仙市船岡財産区特別会計予算 （説 明）

第７５ 議案第８１号 平成２４年度大仙市淀川財産区特別会計予算 （説 明）

第７６ 議案第８２号 平成２４年度市立大曲病院事業会計予算 （説 明）

第７７ 議案第８３号 平成２４年度大仙市上水道事業会計予算 （説 明）

出席議員（２８人）

１番 藤 田 君 雄 ２番 佐 藤 文 子 ３番 後 藤 健

４番 佐 藤 隆 盛 ５番 藤 井 春 雄 ６番 杉 沢 千恵子

７番 茂 木 隆 ８番 小 山 緑 郎 ９番 小 松 栄 治

１０番 冨 岡 喜 芳 １１番 佐 藤 清 吉 １２番 石 塚 柏

１３番 金 谷 道 男 １４番 大 野 忠 夫 １５番 渡 邊 秀 俊

１６番 高 橋 敏 英 １７番 児 玉 裕 一 １８番 佐 藤 芳 雄

１９番 大 山 利 吉 ２０番 ２１番 高 橋 幸 晴

２２番 本 間 輝 男 ２３番 橋 本 五 郎 ２４番

２５番 橋 村 誠 ２６番 佐 藤 孝 次 ２７番 武 田 隆

２８番 千 葉 健 ２９番 竹 原 弘 治 ３０番 鎌 田 正
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欠席議員（０人）

説明のため出席した者

市 長 栗 林 次 美 副 市 長 久 米 正 雄

副 市 長 山王丸 愛 子 教 育 長 三 浦 憲 一

代 表 監 査 委 員 福 原 堅 悦 総 務 部 長 老 松 博 行

企 画 部 長 小 松 辰 巳 市 民 部 長 元 吉 峯 夫

健 康 福 祉 部 長 佐々木 昭 農 林 商 工 部 長 高 橋 豊 幸

建 設 部 長 田 口 隆 志 上 下 水 道 部 長 高 野 永 夫

病 院 事 務 長 伊 藤 和 保 教 育 指 導 部 長 青 谷 晃 吉

生 涯 学 習 部 長 武 田 茂 総 務 部 次 長 進 藤 雅 彦

議会事務局職員出席者

局 長 佐々木 誠 治 参 事 竹 内 徳 幸

主 幹 伊 藤 雅 裕 主 査 佐 藤 和 人

主 任 中 川 智 晴

午前１０時００分 開 会

○議長（鎌田 正） おはようございます。

これより平成２４年第１回大仙市議会定例会を開会いたします。

市長からの招集のあいさつがあります。栗林市長。

○市長（栗林次美）【登壇】 皆さんおはようございます。

本日、平成２４年第１回大仙市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にお

かれましては、ご参集をいただき誠にありがとうございます。

今次定例会におきましては、平成２４年度の市政運営に関する基本方針を述べ、議員

各位のご意見を頂戴いたしたいと存じます。

また、今次定例会でご審議をお願いいたします案件は、専決処分報告１件、人事案１

件、条例案１９件、単行案１５件、補正予算案１５件、当初予算案２１件の合計７２件

であります。
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このほか、会期中に準備が整い次第、任期満了に伴う副市長人事案を追加提案させて

いただく予定であります。

各案件につきまして、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。

なお、この場をお借りいたしまして、豪雪対策についてご報告いたします。

今冬も昨年に続き豪雪となり、２月２０日に今冬の最高積雪深１４３ｃｍを大曲地域

で観測しております。

市内におけるこれまでの人的被害は、死者１名、負傷者２０名、建物被害は非住家の

全壊が８件、一部損壊が１件となっております。

農林水産関係の被害につきましては、パイプハウスなどの農業施設への被害は明らか

になっておりますが、果樹を含めた被害の全容把握には至っておりません。今後、融雪

に伴ってさらなる被害も予想されることから、雪解けを待って再度調査を実施し、支援

策を検討してまいります。

亡くなられた方には、心からご冥福をお祈りいたしますとともに、被害に遭われた皆

様には、重ねて心からお見舞いを申し上げます。

市では、１月３１日に「豪雪対策本部」を設置し、市道の除雪強化をはじめ、市街地

の排雪や相談体制の充実に努めるとともに、高齢者世帯や空き家など、除雪が困難と

なっている箇所に対しては、消防団員や市職員を派遣するなど、雪害対策に万全を期し

たところであります。

また、大仙市社会福祉協議会主体の除雪ボランティア「大仙雪まる隊」をはじめとす

る助け合いによる除雪活動など、その取り組みに対しましては、改めて敬意と感謝の意

を表したいと存じます。

なお、道路排雪及び除雪経費等が嵩んだことから、２月１０日付けで除雪対策費に係

る補正予算を専決処分させていただいております。

以上をもちまして、招集のあいさつ並びに諸般の報告を終わります。

午前１０時０３分 開 議

○議長（鎌田 正） これより本日の会議を開きます。

○議長（鎌田 正） 本日の議事は、議事日程第１号をもって進めます。
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○議長（鎌田 正） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、議長において、１５番渡邊秀俊

君、１６番高橋敏英君、１７番児玉裕一君を指名いたします。

○議長（鎌田 正） 次に、日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から３月１５日までの１８日間といた

したいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田 正） ご異議なしと認めます。よって、会期は１８日間と決定いたしまし

た。

○議長（鎌田 正） 次に、日程第３、この際、諸般の報告をいたします。

議会の委任による専決処分報告及び議員関係私企業との請負契約等の締結状況報告が

市長から、例月現金出納検査結果及び定期監査（後期）報告書が代表監査委員からそれ

ぞれ提出されております。

また、１２月定例会初日から昨日までの議会動静報告書をあわせて別添お手元に配付

のとおり報告いたします。

なお、去る２月１６日に開催されました政治倫理条例検討委員会において、不在と

なっていた同委員会委員長に小山緑郎君が選出されたことをご報告いたします。

○議長（鎌田 正） 次に、日程第４、市長から施政方針演説のため発言の申し出があり

ますので、これを許します。栗林市長。

○市長（栗林次美）【登壇】 平成２４年第１回大仙市議会定例会にあたり、市政の運営

の基本方針と施策の概要を述べ、市民の皆様をはじめ、議員各位のご理解とご協力を賜

りたいと存じます。

昨年３月１１日に発生した東日本大震災では、想像を絶する津波が東日本の太平洋岸

地域に甚大な被害をもたらすとともに、福島第一原子力発電所の事故により、放射性物

質の拡散や電力不足など数多くの問題が生じております。

本市においても震度５強を観測し、市内全域が一昼夜にわたり停電したほか、断水や

輸送網の寸断による燃料・日用品の不足など、市民生活に大きな混乱を生じたところで
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あります。

こうした大災害の発生は、国や地方自治体の災害対応、生産拠点やインフラの偏在、

エネルギー供給など多くの課題をクローズアップさせ、日本の政治・経済・社会構造の

あり方に大きな影響を与えることになりました。その一方で、震災に向き合う日本人の

国民性が世界から高く評価されるとともに、被災者や被災地への支援活動を通じて、人

と人との助け合い、「絆」の大切さを改めて感じさせられております。

市といたしましても、この教訓を活かし、地域防災計画の見直しや自主防災組織の育

成、要援護者の避難支援や避難所の機能強化、公共建築物等の早期耐震化など、災害に

強い地域づくりを目指した全体的な危機管理体制の再構築を進めてきております。

また、震災直後から、物資の輸送や避難者の受け入れ、市民ボランティアの派遣など

を積極的に行ってきたほか、市民による自主的な支援活動が数多く生まれるなど、市民

総参加で被災地支援に取り組んでおります。様々な支援活動を行っていただいた多くの

市民の皆様には、この場をお借りして心から感謝を申し上げます。

現在、被災地においては、災害廃棄物、いわゆる「がれき」の処理が復興への最大の

障壁となっております。市といたしましては、市民の安全を最優先に考えた上、これま

で行った支援と変わらない心で、被災地が最も望んでいる「がれき」の受け入れを前に

進めたいと思い、昨年１１月から現地調査や関係機関との協議、市広報による市民への

説明や地域住民との意見交換を行ってきたところであります。こうした経過を踏まえ、

市民の皆様の理解がほぼ得られたものと判断し、１月３０日の議員全員協議会の場にお

いて受け入れを表明させていただきました。

今後は、今月７日に秋田県と岩手県が締結した「災害廃棄物の処理に関する基本協

定」に基づき、安全確保を最優先とした作業体制を確立し、来年度早々にも受け入れを

開始したいと考えております。

さて、震災対応に始まった平成２３年度でありましたが、その一方で、本市を取り巻

く情勢は刻々と変化しております。

私は、これまでも申し上げてまいりましたとおり、市長就任以来、「市政は市民のた

めに」を基本理念に、将来都市像の実現に向け、大仙市が一体性のある自治体として発

展していくための基礎を固め、軌道に乗せることを責務と考えてまいりました。そして、

各地域が築いてきた産業・文化・伝統などの地域特性を活かしながら、合併による不安

の解消や開かれた市政の推進、創意工夫による市民との協働のまちづくりに努めてきた
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ところであります。

大仙市が誕生し７年が経とうとしておりますが、合併後に策定した「まちづくりの羅

針盤」とも言うべき総合計画の前期基本計画が昨年度で終了し、これに続き、より実行

性のある後期基本計画をスタートさせており、基礎固めである「黎明・確立期」から、

次のステージとなる「発展・成熟期」へと歩みを進めていくことが私の新たな責務であ

ると認識しております。

本市は、他の地方都市と同様、厳しい経済・社会情勢の中にありますが、積極的かつ

主体的に行動する市民を各地域で目にするようになり、地域活性化につながる新しい芽

が出始めていると感じております。これまでの市民の皆様とともに進めてきた取り組み

の成果を礎として、市民の目線に立った効果的・効率的な行政運営を心がけ、市民一人

ひとりが将来に希望を持って安心して暮らせる地域社会が実現できるよう、誠心誠意努

めてまいりたいと考えております。

それでは、はじめに本市の主要課題と重点施策について、その基本的な考え方を申し

述べたいと存じます。

はじめに、雇用の安定と活力ある産業の育成についてであります。

今月１６日、内閣府が発表した月例経済報告によりますと、「景気は、東日本大震災

の影響により依然として厳しい状況にあるなかで、緩やかに持ち直している」とありま

すが、電力供給の制約や原発事故の影響、欧州の債務危機、歴史的円高による国内産業

の空洞化などにより、未だ危機感を払拭できない状況となっております。

本市におきましても、これまで３次にわたる経済・雇用・生活緊急対策行動計画を策

定し諸施策を実施してまいりましたが、ハローワーク大曲・角館管内の昨年１２月の有

効求人倍率が０．４７と低水準で推移しているほか、これまで地域の雇用を支えてきた

事業所の中にも、やむを得ず雇用調整に入るところがあるなど、厳しい経済・雇用情勢

が続いております。

本市では、こうした状況を踏まえ、新たな支援対策を盛り込んだ第４次行動計画を策

定し、雇用の安定と地域経済の活性化に努めていくこととしており、県の基金事業を活

用し緊急の雇用機会を確保しながら、雇用助成金やマル仙融資等による企業への円滑な

資金供給、市街地再開発事業や公共事業の推進、住宅リフォーム支援事業等による需要

拡大に加え、新たに市独自の企業支援制度を創設するなど、経済・雇用対策を強化して

まいります。
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また、地域経済を支え雇用機会を確保していくためには産業振興が不可欠であり、こ

れまでも農林業や商工業の振興、交通の利便性を活かした観光振興などに努めてきてお

ります。

こうした施策に一層力を入れ、新規就農支援や若手農業者の育成、重点振興作物の産

地化形成、肉用牛の競争力強化、秋田スギの安定供給といった農林業振興のほか、新た

な企業誘致や新産業の育成、自然や文化などの貴重な地域資源を活用した観光振興など

に積極的に取り組んでまいります。

次に、大曲通町地区市街地再開発事業についてであります。

地域医療の中核をなす仙北組合総合病院の改築を核事業として、昨年６月に設立され

た市街地再開発組合により事業が進められておりますが、これまでに実施設計や権利変

換計画の策定が行われ、地権者の同意を得た後、１月２３日に権利変換計画の知事認可

が得られております。１月２６日には工事請負契約が締結され、今月１４日に関係者出

席のもと安全祈願祭が行われたところであります。

工事の発注にあたっては、南・北街区を一体のものとして、解体から建物建築、外構

などを一括発注し、同一施工業者によるトータル管理のもとで、工期、品質、安全管理

等の徹底を図ることとしています。また、組合の配慮により、地元企業が本事業に参加

できるように、地元企業活用型の入札方式による業者選定を行っており、地元企業の受

注機会を確保し、低迷する地域経済の活性化にもつながるものと考えております。

現在、北街区において既存建物の解体工事が始まっており、７月頃からは病院棟を含

む各施設の建設工事に着手し、北街区の建物の竣工は平成２６年１月末と計画されてお

り、その後、完成検査を経て引き渡され、病院棟については、医療機器等が搬入される

予定と伺っております。短期間の工期となりますが、工事が確実に進められるよう、県

や厚生連、仙北市、美郷町などの関係機関と連携し、引き続き事業支援を行ってまいり

ます。

新病院につきましては、平成２６年度早々の開院が予定されており、病床数は４３７

床、１８診療科目の高度医療、救急医療、小児・周産期医療、災害医療などが提供可能

となり、大仙・仙北医療圏の基幹病院として地域医療の中心的な役割を担うものと期待

しておりますが、医師会等の協力等いただきながら病診連携のさらなる強化を図り、圏

域住民が安心できる医療体制の構築を目指してまいります。

また、市街地での病院改築とともに、現在の病院跡地に健康・福祉施設や児童施設を
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建設し、医療・福祉・健康・交通などの機能を集約させ、中心市街地の活性化と高齢化

社会に対応したまちづくりを実現したいと考えております。

最後に、子育て支援と教育の充実についてであります。

私は常々、元気で活力ある地域づくりを進めていくためには、子供を安心して産み、

健やかに育てられる環境の整備と、心豊かで創造力あふれる人材の育成につながる教育

の充実が必要であると考えております。

これまでも、より良い子育て環境づくりに向け積極的に取り組んできたところであり、

全県下においても「子育てしやすいまち」として定着してきているものと考えておりま

す。来年度においても妊婦検診の無料化を継続するほか、新たに子供の医療費助成の拡

充や保育園の改築支援、年度途中の待機児童の解消、地域子育て拠点施設の整備などを

行うなど、さらなる子育て環境の充実を図ってまいります。

また、学校教育においては、児童生徒の望ましい学習や生活習慣の維持向上のほか、

より良い学習環境づくりに向けた学校規模適正化や校舎の耐震補強などに努めてきたと

ころであります。

本年４月には、神岡・西仙北・南外地域の８小学校と２中学校を統合し、それぞれ神

岡小学校、西仙北小学校、南外小学校及び西仙北中学校として新たなスタートをきりま

す。これにより、教育環境をより充実させ総合的な学力の維持・向上を図るとともに、

学校の新しい伝統づくりに地域一体となり支援してまいります。

また、２年連続全国一に輝いた大曲中学校吹奏楽部のマーチングバンドや平成２３年

度地球温暖化防止活動環境大臣表彰を受けた大曲南中学校の取り組みなど、それぞれの

学校の特色を発揮した活動を引き続き支援するほか、学校生活支援員の配置などにより、

児童生徒の健全な育成に努めてまいります。

こうした子育て・教育の充実は、元気で活力ある地域づくりに必要不可欠なものであ

り、ＰＴＡ、保護者や地域との連携を深めながら、大仙市全体で子育て・教育を支援す

るための体制づくりを推進してまいります。

次に、平成２４年度当初予算（案）について、ご説明申し上げます。

当初予算の編成にあたっては、平成２７年度からの合併特例措置の逓減・廃止を踏ま

え、持続可能な財政基盤を確立するため、財政調整基金への積立や市債発行額の抑制な

ど、将来を見据えた編成に努めながらも、景気の低迷や雇用情勢の悪化などに配慮し、

「雇用、産業振興、地域医療、子育て、教育」といった重点施策を着実に実行していく



- 13 -

とともに、新たな取り組みとなる「災害に強い地域づくり」を目指した予算編成を行っ

ております。

一般会計予算につきましては、総額は４４０億２５３万３千円で、前年度に比べ１億

２，２７０万１千円の減、率にして０．３％の減となっておりますが、この予算は、退

職者の増加等による人件費の減や、子ども手当の制度改正による扶助費の減、市債償還

額の減などにより、前年度より５億円程度減額となる義務的経費の歳出を地域の経済情

勢等を踏まえた重点施策の支出に振り向けており、実質的な「積極型予算」となってお

ります。

予算の充実を図った分野につきましては、経済・雇用・生活対策に１０億６，５００

万円、子育てに１７億９，３００万円、教育に４億１，８００万円、農業振興に７億

８，７００万円、地域医療に５億６，６００万円、災害に強い地域づくりに３億

７，３００万円となっており、６分野合わせた予算は５０億２００万円で、全体予算に

占める割合は１１．４％となっております。

その他の会計につきましては、特別会計予算は、平成２３年度で２つの会計が廃止と

なることから、全体で１８会計、総額は１８６億９，２７５万円となり、企業会計は２

事業で２３億７，４０５万６千円となっております。

これにより、平成２４年度当初予算の全体額は６５０億６，９３３万９千円となり、

前年度に比べ２３億９，４５５万７千円の減、率にして３．５％の減となっております。

市債の発行につきましては、引き続き「公債費負担適正化計画」の範囲内に抑えるこ

とを基本とし、地方交付税の代替財源である臨時財政対策債を除いた建設事業債等につ

いては、各種事業の見直しなどにより、計画額を５億２,９００万円下回る予算計上と

なっており、臨時財政対策債を除く平成２４年度の市債残高は、前年度より約４１億円

下回る８５５億円程度まで抑制される見込みとなっております。

また、市街地再開発事業等の大規模事業を踏まえ、平成２８年度までの計画期間内に

おける市債発行額は、年度間調整を図りながら、基本的に臨時財政対策債を除く市債元

金償還額の８割以内に抑制することとし、将来負担の軽減に努めてまいります。

なお、平成２４年度当初予算においては、市債発行額を除いた歳入予算が市債償還額

を除いた歳出予算を上回っていることから、基礎的な財政収支であるプライマリーバ

ランスは黒字となり、財政規律も確保しております。

経済事情の変動や災害復旧など不測の事態に対応するための財源として積み立てして
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いる財政調整基金につきましては、平成２１年度からは積み増しを行っており、２４年

度当初予算においても１億円の積み増しを行い、予算編成後の基金残高は２１億

２，５００万円を見込んでおります。今後も、できる限り積み増しに努め、合併特例期

間終了となる平成２６年度末には、標準財政規模の約１０％にあたる３０億円程度を確

保したいと考えております。

これらを踏まえ、主な財政指標の目標として、平成２２年度決算において１８．８％

であった実質公債費比率を１８．６％に、１６８．１％であった将来負担比率を１５０

％台に改善するほか、８９．１％であった経常収支比率は引き続き８０％台後半を維持

していくこととし財政運営を進めてまいります。

次に、平成２４年度の主な施策の概要につきまして、総合計画の施策の体系順にご

説明申し上げます。

はじめに、健康福祉分野についてであります。

高齢者や障がい者福祉の推進につきましては、「大仙市高齢者プラン」、「第２次大

仙市障がい者計画」及び「第３期大仙市障がい福祉計画」の策定が完了し、来年度を初

年度とする新たな計画に基づき、各種制度事業や民生児童委員の活動支援、地域包括支

援センターの機能充実などに取り組み、高齢者や障がい者を支援してまいります。

また、高齢者等の支え合いのネットワークにつきましては、３月に市内の各種民間事

業者・団体等と地域見守り協力協定を締結する運びとなっており、来年度からは、これ

らの事業者等の方々にも地域の見守りに参画していただき、民生児童委員や社会福祉協

議会等との連携のもと、平時、有事を問わず、要支援者の生活支援や避難支援に取り

組んでまいります。

社会福祉施設等の法人化につきましては、介護老人保健施設八乙女荘と幸寿園を社会

福祉法人大仙ふくし会に移譲することとしており、これをもって市立介護保険施設の法

人移譲は完了することになります。

介護保険事業につきましては、保険者である大曲仙北広域市町村圏組合において、来

年度からの３カ年を期間とした第５期介護保険事業計画の策定にあわせた介護保険料の

見直しが行われております。高齢者の増加を背景に、要介護認定者やサービス利用者の

増加、各種介護保険サービス事業所の新設等により、保険給付費の増大が見込まれるこ

とから、組合では低所得者対策を講じた上で、４月から月額基準介護保険料を

１，３００円引き上げ、５，８８０円とすることとしております。
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子育て支援につきましては、入所者数等を踏まえた大曲地域における保育所・幼稚園

の全体整備計画に基づきながら保育環境の向上を図るため、老朽化が著しい大曲南保育

園の改築を支援することとしております。

また、核家族や共働き家庭の増加等に伴い、３歳未満児の年度途中における保育所へ

の入所希望が増加していることから、保護者の就労環境の向上を目的に、新たに市単独

で国の配置基準を上回る保育士を配置する「３歳未満児保育促進事業」を実施すること

としております。

放課後児童クラブについては、西仙北地域の小学校統合に合わせ刈和野小学校敷地内

に建設を進めている６０人定員規模のクラブ室が本年度内に完成するほか、大曲地域の

大曲小学校区内にも１５人定員規模のクラブを新設することとしております。これによ

り、市全体では２０カ所のクラブとなり、その定員規模は６３０人となります。

子育て家庭の親と子が気軽に集い交流できる地域子育て支援拠点施設については、大

花都市再生住宅内に開設している「まるこのひろば」に加え、新たな拠点を中仙市民会

館ドンパル内に開設することとしております。

保健・医療の充実につきましては、引き続き、各種健診事業の実施や健診後の健康管

理の強化、乳幼児や児童生徒の予防接種などを実施し、病気の予防、早期発見、早期治

療など健康の維持増進に努めてまいります。

昭和大学の工藤進英教授が主任研究者を務める国立がん研究センターの共同研究事業

に参画している大腸がん検診研究事業については、本年度に太田及び中仙地域をモデル

地域として無料検診がスタートしておりますが、来年度は対象地域を市内全域に拡大し

て実施してまいります。

任意予防接種となる子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン及び小児用肺炎球菌ワク

チンについては、本年度に引き続き接種費用の全額助成を実施するとともに、啓発と周

知に努め、接種率の向上を図ってまいります。特に子宮頸がん予防ワクチンの接種につ

いては、接種対象に本年度に３回目の接種を受けていない方を加えるなど、子宮頸がん

の予防に努めてまいります。

自殺予防につきましては、自殺予防ネットワーク推進協議会等の関係機関・団体と連

携し、地域ぐるみによる心のネットワークづくりに取り組んでおりますが、健康増進

センター内に設置している臨床心理士を１名増員し、２名体制で週５日のカウンセリン

グを実施するほか、自殺未遂者対策として、救急病院と連携し退院後のケアにつなげて
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いく体制の構築を進めてまいります。また、思春期こころの健康講演会やこころの健康

出前講座等を開催するなど、相談窓口体制や予防啓発活動を強化し、心のケアの充実を

図ってまいります。

医療費助成につきましては、子供の医療費については、県の制度拡充の状況を見極め

ながら、市単独で新たに中学生の入院時の医療費を無料化し、子育ての経済的負担を一

層軽減することとしております。また、新たに特定不妊治療及び不育症治療に要する費

用の一部を助成し、治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減することとしております。

国民健康保険事業につきましては、昨年２月に変更版を策定した「大仙市国民健康保

険事業運営安定化計画」に基づき、健全化に向けた総合的な取り組みを進めております

が、依然として経済情勢が厳しく税の負担感が大きいことから、平成２４年度について

は国保税率を据え置くこととしております。

国保の保健事業については、生活習慣病のリスクを軽減するため、特定健診を受診し

た４０歳から６４歳までを対象に、医療機関における禁煙治療費の助成を行うこととし

ております。また、若年者の特定健診の受診率が低いことから、４０代の検査項目に心

電図と眼底検査を追加するなど、受診率の向上を図るとともに、人間ドックの助成につ

いても対象年齢を４０歳から３５歳に引き下げ、疾病の早期発見に努めてまいります。

後期高齢者医療につきましては、県後期高齢者医療広域連合において、平成２４年度

と２５年度の保険料の再算定が行われております。被保険者数の増加や医療費の伸びな

どにより、保険料の引き上げが避けられない状況となっており、広域連合では、剰余金

や財政安定化基金を活用し、引き上げをできる限り抑制することとしておりますが、保

険料の均等割額は７８５円増の３万９，７１０円、所得割率は０．８９ポイント増の

８．０７％となっております。

次に、教育分野についてであります。

教育等の環境整備につきましては、来年度は、市独自に配置している学校生活支援員、

保育支援員及び発達サポーターを合わせ９８名配置することとしております。特に、小

・中学校においては、学校生活支援員を増員し、一層の学習環境の整備・充実を図りな

がら、各種調査等において望ましい状況にある本市の児童生徒の学力や体力、生活習慣

等の維持・向上に努めてまいります。

また、ＰＴＡ連合会等と協力し、各学校における地域連携や学校間交流を推進し、各

地域の創意工夫を活かした特色ある教育活動が展開されるよう支援してまいります。
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さらに、本年度からの新規事業である「コロンブスの卵わくわくサイエンス事業」や

「こころのプロジェクト夢の教室事業」の継続・拡充により、本物に触れる機会を通し

て子供たちの可能性を引き出し、社会に役立ち自立していける人間として育んでいくと

ともに、「音のまち大仙楽器サポート事業」により、吹奏楽やマーチングバンド等の音

楽活動を一層活性化させたいと考えております。

市立幼稚園の法人化につきましては、みどり幼稚園、太田ひがし幼稚園及び太田みな

み幼稚園を社会福祉法人大空大仙に移譲いたしますが、法人のノウハウを活かし、多様

化するニーズに対応した園運営がなされることを期待しております。

神岡、西仙北及び協和の給食センターの老朽化に伴う（仮称）西部学校給食センター

建設事業につきましては、来年度中に地質調査と基本設計に着手し、平成２７年４月の

供用開始を目指したいと考えております。

生涯学習の推進につきましては、来年度が初年度となる第２次生涯学習推進計画に基

づき、関係機関・団体等との連携を密にし、生涯学習のまちづくりを進めてまいります。

芸術文化の振興につきましては、全国の若手音楽家を対象に毎年実施している「大曲

新人音楽祭コンクール」が２５周年を迎えることから、コンクールに加え、審査員や過

去のグランプリ受賞者による記念コンサートを計画しているほか、４つの市民会館の自

主事業公演を行うなど、優れた芸術を身近に鑑賞する機会を市民に提供してまいります。

また、秋田おばこ節、秋田おはら節、秋田飴売り節の３つの全国大会を引き続き支援

するとともに、出前民謡「ふるさと民謡めぐり」をこれまでどおり実施し、若手の育成

を図りながら民謡文化の継承と普及に努めてまいります。

平成２６年度に秋田県での開催が決定している「国民文化祭」については、本市で開

催する分野について、県や芸術文化協会などと協議を進めておりますが、大仙市を全国

に発信する絶好の機会と捉え、積極的に対応してまいりたいと考えております。

総合図書館事業については、親と子の夢を育む読書活動推進計画に基づき、地域活性

化交付金を活用した図書購入を進めるとともに、３年目となるブックスタート事業など

により、児童生徒、園児の読書活動を推進してまいります。

青少年の健全育成については、新たに策定した「大仙市子ども・若者育成支援基本方

針」に基づき、大仙警察署や関係団体とともに諸問題の改善に取り組むほか、特に学校

・職場になじめない青少年の社会復帰を支援する方策を講じてまいります。また、学校

支援地域本部事業と放課後子ども教室推進事業を統合した「学校・家庭・地域を結ぶ総
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合推進事業」の実施により、相互の連携をさらに強化し、これまでの市民の学習成果を

活かしながら、地域全体で子供を育てる体制の構築を目指してまいります。

文化財保護につきましては、本年度の旧池田氏庭園特別公開に２万人を超える方々が

観覧に訪れたほか、払田柵跡や鈴木空如展にも多くの見学者があったところであり、引

き続き、これらをはじめとする貴重な文化遺産の保護・整備を進め有効に活用してまい

ります。

また、４月に開館予定の旧峰吉川小学校校舎を活用した「（仮称）大仙市総合民俗資

料交流館」は、市の民俗資料展示施設として総合学習や世代間交流の場に活用するほか、

誘客施設としてもＰＲしてまいりたいと思います。

スポーツ振興につきましては、秋田県で開催される東北総合体育大会の柔道競技が仙

北地域のふれあい体育館、なぎなた競技が大曲体育館を会場に、それぞれ８月１８日・

１９日の２日間の日程で開催されます。また、全日本大学軟式野球選手権大会が８月８

日から１２日までの５日間にわたり、本市と横手市の４球場で開催されるほか、９月に

はＢＪリーグ秋田ノーザンハピネッツのプレシーズンマッチが大曲体育館で開催される

予定となっております。

首都圏からのスポーツ合宿誘致につきましては、地域の活性化に寄与すると同時に経

済的な効果も期待できることから積極的に推進しておりますが、早稲田大学のチアリー

ダー、吹奏楽を含めた応援団約１５０人の合宿が内定しており、また、１５年間にわた

り神岡地域で野球合宿をしてきた横浜商科大学に加え、東北各地の強豪大学を招致し、

市長杯争奪サマーキャンプ記念大会を開催する予定としております。

地域コミュニティの核として期待される総合型スポーツクラブについては、これまで

大曲地域に２団体、太田地域に１団体が設立されておりますが、大曲地域の花館グ

リーンウィンズのほか、中仙地域及び協和地域において、それぞれ本年４月に設立準備

委員会が立ち上げられ、花館グリーンウィンズと中仙地域は平成２５年４月、協和地域

は２６年４月の設立を目指しております。

次に、産業分野についてであります。

農業振興につきましては、昨年３月に５カ年を計画期間として策定した農業振興計画

に基づき、「変化に耐え得る強い農業の実現」を目指して、諸事業を実施してまいりま

す。

若手農業者の負担軽減を図るため、新たに県の認定就農者及び大仙農業元気賞受賞者
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が導入する農業用機械等の補助率を引き上げるほか、市の重点振興作物である「枝豆、

アスパラガス、そらまめ」の産地化形成を促進するため、出荷額が大きく模範となる経

営体を対象に、農業夢プラン実現事業等で導入する農業用機械等の補助率を引き上げる

こととしております。

新規就農対策につきましては、若手農業者の表彰制度により就農意欲を喚起するほか、

研修施設での農業実技研修や就農直後の里親制度を引き続き実施するとともに、研修中

や就農直後の所得を確保する「青年就農給付金」や、農業法人等の新規雇用を支援する

「農の雇用事業」などの国の制度も活用し、新規就農者を支援してまいります。

また、集落や地域が抱える人と農地の問題を解決し持続可能な農業を実現させるため、

地域農業のあり方や中心となる経営体の選定、農地集積の方法などを定めた「人・農地

プラン（地域農業マスタープラン）」の作成に積極的に取り組んでまいります。

食の安全・安心対策につきましては、昨年８月にモロヘイヤから基準値を超える残留

農薬が検出された事故を受け、出荷元となるＪＡ秋田おばこに対して、水稲育苗後のハ

ウスで園芸作物を作付けする場合の土壌分析費用の一部を助成し、食の安全確保と農家

負担の軽減を図ってまいります。

畜産振興につきましては、市営放牧場の草地更新を計画的に行い、笹倉・黒森山・協

和の各放牧場の機能強化を図りながら、放牧牛の健全な飼養に努めてまいります。また、

４月には由利本荘市に秋田県総合家畜市場がオープンすることから、市内生産者の省力

化や生産効率の向上に向けた活動を支援し、肉用牛生産地としての競争力強化を図って

まいります。

農地・水・環境保全向上対策事業につきましては、事業名が「農地・水保全管理支払

交付金事業」に改称されましたが、事業内容等に大きな変更はなく、平成２８年度まで

継続されることになりましたので、これまでの事業実績や課題を踏まえ、地域ぐるみの

活動が一層充実していくよう指導してまいります。

林業振興につきましては、間伐事業や森林施業の集約化への取り組みを支援し、秋田

スギの安定供給を図るとともに、地球温暖化や災害防止等、森林が有する多面的機能の

維持に取り組んでまいります。

現在建設中の秋田スギ大規模製材工場につきましては、３月２０日に完成予定となっ

ており、４月下旬に試験操業を開始し、５月下旬の本格稼働と伺っております。操業に

際しては、大仙市内からの新規雇用も決まっているほか、秋田スギの需要拡大など、林
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業の活性化につながるものと期待しております。

また、１月に策定した「大仙市木材利用促進基本方針」及び「大仙市木材利用行動計

画」に基づき、市民の利用が多い公共建築物の木造化や内装木質化を積極的に推進する

とともに、「秋田県水と緑の森づくり税」による関連事業を活用し、市民が森林にふれ

合える環境づくりを進めてまいります。

水産振興につきましては、サケ資源の保護と増殖のため、サケ採捕施設の充実を図り、

歴史ある採捕事業とふ化放流事業を継続してまいります。

雇用の安定と就労促進につきましては、県の緊急雇用創出臨時対策基金事業を活用し、

観光や環境分野、地域の人材育成につながる新たな事業などを対象に、緊急に直接また

は間接的な雇用機会を確保していくほか、雇用創出助成金制度を１年間延長するととも

に、雇用奨励助成金制度における新卒者の助成額を増額し、若年者の就労支援を強化し

てまいります。

職業能力の開発支援につきましては、「求職者技能教育チャレンジ事業」及び「在職

者職業スキルアップ事業」の受講対象年齢を４５歳未満までから６０歳未満までに拡充

し、より多くの方々の資格取得や技能向上を支援し、就労とともに地域産業の振興を推

進してまいります。

企業経営に対する支援につきましては、切れ目のない支援を実施していくこととし、

マル仙融資制度については、融資限度額を引き続き３，０００万円とするほか、経営安

定資金に係る利子補給を１年間延長いたします。また、地域資源を活用した新分野への

参入や新製品開発、業務改善などに取り組む企業を対象とした新たな支援制度を創設し、

市内製造業等の雇用調整の抑制につながるよう、総合的な企業力の強化を図ってまいり

ます。

企業誘致につきましては、県企業誘致推進協議会主催の企業立地セミナーや誘致企業

懇談会への参加、県企業立地事務所への市職員の派遣、共同企業訪問や首都圏企業懇話

会での情報交換などを足がかりに、県と協調した誘致活動を推進してまいります。また、

地元企業や誘致済み企業に加え、その関係する本社等への訪問などを通じ、情報の収集

と雇用拡大を働きかけてまいります。

神岡地域で進められている県の新規工業団地整備事業につきましては、事業計画や誘

致活動の状況に関して地元住民や関係者等への情報提供に努めながら、早期の事業進捗

を図るため、引き続き県と連携し取り組んでまいります。
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商業振興につきましては、中心市街地や各地域の商店街の活性化を図るため、「がん

ばる商店等支援事業」などの支援制度を継続するほか、「商店街環境整備事業」の制度

拡充を行い、商店街が管理する街路灯のＬＥＤ化を推進してまいります。

観光振興につきましては、秋田県とＪＲ東日本が共同で実施するデスティネーション

キャンペーンの推進に参画するほか、東日本大震災で落ち込んだ東北の観光需要の回復

を目指した観光庁事業の「東北観光博覧会」に参画し、国内外からの誘客促進を図るこ

ととしております。

全国花火競技大会「大曲の花火」につきましては、８月２５日に開催される第８６回

大会のテーマを「つながり」、サブテーマを「手をつなごう、心をつなごう、お互いに

支え合おう」とし、多くの方々との「つながりの大切さ」をアピールし、感動と元気と

勇気を与えることができるよう、関係者の皆様とともに取り組んでまいります。また、

昨年に引き続き、東日本大震災の被災者を招待することとしております。

市の温泉施設につきましては、神岡地域の嶽の湯で昨年１２月から着手している新た

な源泉掘削工事を、揚湯設備工事とあわせ継続実施してまいります。また、震災等の影

響により各温泉施設の利用者が減少傾向にあることから、施設の指定管理者が独自に

行っている秋冬の「大仙市温泉共通入浴券」とは別に、新たに「温泉入浴券発行支援事

業」を夏期に実施し、利用者を限定しない割引券を発行することで利用率の向上を図っ

てまいります。

また、太田地域の中里温泉ふるさと館に限定した高齢者入浴サービスは、今後のあり

方を検討することとしております。

次に、都市基盤分野についてであります。

市道整備につきましては、南外地域と西仙北地域を結ぶ南外１号線改良工事のほか、

西仙北地域の浮島跨線橋の落橋防止工事を引き続き実施してまいります。

道路の維持管理につきましては、市の道路整備に関する指針に基づき、既存道路の機

能充実に重点を置き、市民要望への迅速な対応に努めるなど、適正な維持管理と交通安

全施設の整備を進めてまいります。

また、新規事業として、市が管理する２００Ｗ以上の約９，０００基の街路灯などを

ＬＥＤ灯に切り替えることとしております。この事業は、ＬＥＤ化に伴う維持管理経費

等の削減分を事業費に充て、１０年間の償還期間を設定して事業実施業者に支払うもの

であり、設備の長寿命化や維持管理コストの縮減のほか、環境対策にも寄与するものと
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考えております。

都市計画につきましては、無秩序な開発等を抑制し持続可能な都市づくりを図るため、

「大仙市都市計画マスタープラン」に基づき、国道１３号沿線の「特定用途制限地域」

の都市計画決定に向け作業を進めてまいります。

都市計画道路中通線につきましては、ＪＲ大曲駅の東西地区を結ぶ内環状道路として

整備を進めておりますが、アンダーパス区間の平成２５年度開通に向け、擁壁・舗装・

消雪施設の各工事を実施するほか、これとあわせ、区画道路新設工事、街区の整地工事、

水路新設工事及び上下水道工事を進めてまいります。また、駅東線までの中通線街路整

備事業については、引き続き建物等調査業務を行い、建物移転補償と用地買収を実施し

てまいります。

大曲駅前第二地区土地区画整理事業につきましては、引き続き、大花町地区の建物移

転を進めてまいります。

新規事業となる大曲駅前通り線の歩道無散水融雪設備工事につきましては、市街地再

開発事業にあわせ、人に優しい歩道空間を確保するため、路線測量及び融雪設備の実施

設計を進めてまいります。

地域公共交通につきましては、昨年度に策定した第２期地域公共交通計画に基づき、

地域の実情にあわせ、既存の公共交通の維持・改善、新たな交通システムの構築と利便

性の向上に取り組んでおります。

来年度は、公平な受益者負担の観点から、現在無料で利用されている西仙北地域の患

者輸送バスと南外地域の市民バスについて、利用制限の撤廃や運行日・便数の増加、フ

リー乗降区間の設置など利便性の向上を図った上、有料の市民バスとして運行すること

としております。

また、運転免許証を自主的に返納した市民を対象に、市が実施している交通システム

の半額割引券を配付する制度や、乗合タクシーを２人以上で乗った場合の割引制度を創

設することとしております。

上水道事業につきましては、秋田県が継続実施している大曲橋架け替え事業に伴う上

水道施設の移転等について、本年度に債務負担行為を設定した配水管橋梁添架工事のほ

か、添架された配水管と接続のための配水管布設工事及び既存取水施設の撤去工事を実

施してまいります。

また、配水管の老朽化に伴う配水管改良工事をはじめ、行止り管を解消するための配
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水管布設工事、大曲駅前第二地区土地区画整理事業に伴う配水管移設工事を実施してま

いります。

簡易水道事業につきましては、西仙北地域の九升田地区の水道２組合で、水量の低下

や水質悪化が顕著となり緊急に対応が必要なことから、隣接する市営強首地区簡易水道

に統合し、安定した給水を行うための配水管延長工事を実施してまいります。

また、協和地域においては、南部地区簡易水道で昨年１２月に送水管の亀裂により一

部地区で断水したため、全域の漏水調査を実施していくほか、沢水を水源としている中

央地区簡易水道の宮ケ沢浄水場では、水不足や水質悪化への対応や浄水施設の維持管理

負担の軽減を図るため、本年度実施した地下水の電気探査に続き、有望箇所のボーリン

グ調査を実施してまいります。

公共下水道事業につきましては、大曲駅東地区の整備を進めるとともに、神岡、中仙

及び南外の３地域の管路工事を引き続き実施してまいります。

農業集落排水事業につきましては、太田地域三本扇地区の事業が完了し、来年度から

全面供用開始となります。また、大曲地域の角間川地区は処理場敷地内の整備を残すの

みであり、機能調整とあわせて実施してまいります。

中央斎場と西仙北火葬場の老朽化に伴う新火葬場の建設につきましては、地元住民か

ら特別な反対意見もなく、今月１５日に開催された広域市町村圏組合議員全員協議会に

おいて、大仙市土川字小杉山地内の松倉放牧場跡地が新火葬場建設用地として決定され

ております。来年度は用地測量や土質調査のほか、都市計画決定手続きや基本設計業務

を行う計画となっております。

また、火葬場の建設にあわせて、地域の要望等を踏まえながら、排水改良などの環境

整備を順次行ってまいります。

次に、環境・安全分野についてであります。

住宅環境の整備につきましては、市の耐震改修促進計画や住生活基本計画に基づき、

市民生活の安全を確保するため、住宅・建築物耐震改修等事業による助成制度を引き続

き実施してまいります。また、住宅リフォーム支援事業については、平成２２年２月の

実施以来、市民ニーズの高い制度として多くの利用をいただいており、補助上限額を引

き下げることになりますが、引き続き実施してまいります。

市営住宅につきましては、市の公営住宅等長寿命化計画に基づき、耐久性の向上と予

防保全的維持改善を進めていくほか、耐震性が劣ると考えられる一定規模の市営住宅の
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耐震診断を行い、対応策を検討してまいります。

公園・緑地の整備につきましては、雄物川河川緑地運動公園整備事業を継続実施する

ほか、市内公園の維持管理や市民ゴルフ場のグリーン改修などを計画的に実施してまい

ります。また、飯田沼つり公園については、引き続き板柵護岸工事等を実施してまいり

ます。

環境学習の推進につきましては、節電要請に応えながら、環境に配慮したライフスタ

イルを身に付けていただくため、引き続き「こどもエコチャレンジ」、「環境家族宣

言」、「節電アクション」など、多くの市民が気軽に参加できる学習機会を提供してま

いります。

地球温暖化の防止や省エネルギーの推進につきましては、市民に好評を得ているＬＥ

Ｄ照明の購入助成を一部制度を変えて継続実施し、一般家庭への普及を促進してまいり

ます。

一般廃棄物につきましては、県が国のモデル事業として実施しているレアメタル等の

有用金属を含む小型家電の回収を促進するため、回収拠点の拡充を行い、ごみの減量化

と再資源化を図ってまいります。また、本年度に市内全域で取り組んだペットボトル

キャップの拠点回収につきましては、市民のご協力により、１月末現在で約５５０ｋｇ、

約２２万９，５００個を回収しており、来年度も引き続き実施してまいります。

特定外来生物調査駆除事業につきましては、県の緊急雇用創出臨時対策基金事業を活

用し、市内全域で外来生物の駆除を行い、地域の生態系の保全に努めてまいります。

交通安全対策につきましては、交通安全会等の関係団体との連携強化のほか、県ハイ

ヤー協会大曲仙北支部のご協力をいただき、新規事業としてタクシー車両に交通安全三

角旗２旗を取り付ける「交通安全はたはた事業」を実施するなど、交通安全と事故防止

に取り組んでまいります。

第４回目となる交通安全推進集会については、１０月中旬に西仙北地域を会場に、第

５回目となる安全安心まちづくり推進大会については、７月２７日に仙北ふれあい文化

センターを会場に開催いたします。

防災対策につきましては、災害に強い地域づくりを目指し、「自分たちのまちは自分

たちで守る」を合言葉に、各自治会・町内会等の単位による自主防災組織の結成を促進

し、自主自律的な防災活動を推進してまいります。また、「防災士」の資格取得を支援

し、地域の防災リーダーの育成に努めてまいります。
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空き家対策につきましては、空き家等の適正管理に関する条例に基づき、現在、空き

家の再調査を実施しており、今後実態把握を進め、防災対策等に活用していくこととし

ております。

消防団については、引き続き女性消防団員を含めた団員の確保に努めるほか、消防団

協力員としてＯＢ団員の活用を図るなど、活動の維持・活性化に努めてまいります。

市庁舎等の耐震改修につきましては、市有建築物の耐震化計画に基づき、災害発生時

の重要拠点となる大曲庁舎の耐震補強工事を実施するほか、東日本大震災の経験から、

その他の特定建築物についても耐震化を急ぐべきと判断し、協和庁舎と仙北庁舎の耐震

診断を前倒しで実施してまいります。

また、大曲庁舎のバリアフリー化を進めるため、耐震補強工事とあわせて庁舎内にエ

レベーターを設置し、来庁者の利便性を向上させてまいります。

消費者行政の推進につきましては、消費生活相談員のスキル向上や弁護士無料相談会

の拡充などにより相談体制を強化するほか、新たに委嘱した消費生活推進員や関係機関

との連携を図り、消費者被害の未然防止や早期解決による消費生活の安定に努めてまい

ります。

次に、地域情報・交流分野についてであります。

地域情報化の推進につきましては、超高速・大容量のデータ通信ができるネットワー

クサービスの安定提供と、地上デジタルテレビ放送の再送信設備の維持管理を適切に行

うとともに、市内全域をカバーする光ケーブル通信網の活用策を検討してまいります。

また、携帯電話の不感地域解消を図るため、南外地域の桑台・上巣ノ沢地区に移動通信

鉄塔施設を整備してまいります。

男女共同参画の推進につきましては、男女共同参画都市宣言から５周年を迎え、引き

続き、意識啓発事業や実践的取り組みにつながる各種講座を開催するなど、「男女共同

参画のまち」の実現を目指してまいります。また、３月に新たに策定する「大仙市ＤＶ

防止基本計画」に基づき、ＤＶの防止と被害者の自立支援に向けた取り組みを計画的に

進めてまいります。

少子化対策としての結婚支援につきましては、市民の皆様や大仙結婚を支援する会と

の協働により、「むすび・サポート事業」を充実させるなど、多くの出会いの場を提供

してまいります。

国際交流の推進につきましては、友好交流都市である韓国唐津市とのスポーツ交流を
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進めるほか、諸事情により中止となった唐津市長の大曲の花火への招へいを行うことと

しております。また、国際交流に関する連携プログラム協定に基づく国際教養大学の留

学生と市内の児童生徒・園児との交流や、同大学への市職員の派遣を継続するほか、国

際交流員の再配置を行い、国際教養教育や国際交流を一層推進してまいります。

次に、計画の推進にあたっての基本的な考え方についてであります。

これまで、市の主要課題と重点施策、平成２４年度の当初予算と主な施策の概要につ

いて申し上げてまいりましたが、これらの課題や施策を解決・推進していくためには、

将来ビジョンを持った行政側の推進体制の整備と、まちづくりに対する市民の積極的な

参画や住民自治組織等の活性化が何より重要であると考えております。

現在、地域主権改革が国家レベルで進められており、昨年の４月と８月には、いわゆ

る「地域主権一括法」が成立し、基礎自治体である市町村への大幅な権限移譲や国の義

務付け・枠付けの見直しによる条例制定権の拡大などにより、地域特有の課題やニーズ

を踏まえた住民サービスが提供できる体制が整備されつつあります。

これに伴い、市は自らの責任において行政を展開し、住民への説明責任を果たしてい

くことが一層求められており、職員一人ひとりの政策形成能力、実務能力、コミュニ

ケーション能力等を向上させ、個の集合体としての組織そのものを強化していくことが

必要になるものと認識しております。

このような状況を踏まえ、市といたしましても、これまでに階層別研修や能力開発研

修、接遇向上に向けたマナー向上委員会の取り組みのほか、効率的で質の高いサービス

提供に向けた業務マニュアルの作成、目標管理による人事評価システムの導入、組織力

強化を目指した人財育成委員会による取り組みなどを進めており、今後はこれに加え、

日常業務を通じた職場内研修であるＯＪＴを積極的に推進し、職員個々の資質向上に努

めてまいります。

また、本年度に再編を行った現在の本庁・支所の組織機構体制を一層実効ある組織と

して軌道に乗せていくとともに、３月に策定する「第２次大仙市行政改革大綱」の後期

実施計画に基づき、事務・事業の効率化を進め、よりスピーディーな対応と、より質が

高く暖かみのある行政サービスの提供に努めてまいります。

また、市が設置する温泉施設やスキー場、道の駅などの公の施設の運営改善について

は、議会に設置していただいた公共施設運営改善等調査特別委員会の中で、健全で持続

可能な管理運営ができるよう総合的な見地から調査・検討をいただいておりますので、
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特別委員会からの提言を踏まえた運営改善を図り、市民ニーズや施設の設置目的にかな

う施設運営となるよう努めてまいります。

市民の積極的な参画につきましては、市民との協働のまちづくりを実践する基幹事業

としての役割を担っている地域振興事業、いわゆる地域枠予算について、昨年度にも配

分予算の拡充を行っておりますが、市民ニーズが高く、地域課題の解決や地域活性化に

関する様々な事業に活用されていることから、来年度はさらなる拡充を図り、地域コ

ミュニティ等の主体的な活動を支援していくこととしております。

自治組織や集落の維持・活性化につきましては、昨年１１月にスタートした「がんば

る集落」活性化支援事業を引き続き実施し、地域住民が自主的・主体的に行う維持・活

性化に向けた模範的な取り組みを支援し、持続可能な自治組織の形成を促進してまいり

ます。

また、集落支援員については、試験的に配置した３地域３名の任期が本年度末をもっ

て満了いたしますが、支援活動の有効性や地域ニーズの高さを確認できたことから、引

き続き同地域の担当集落を支援していただくこととしているほか、他地域への新規配置

の検討や「がんばる集落」活性化支援事業を活用した実践的な取り組みを後押ししてま

いります。

むすびになりますが、私は、これまで申し上げてまいりました諸施策に取り組み、本

市が直面している厳しい経済・社会情勢を打開し、将来都市像であります「人が活き人

が集う夢のある田園交流都市」の実現のため、持てる力を最大限生かし、地域の発展に

努めてまいりたいと存じます。

江戸幕末期の思想家であり、教育者でもありました吉田松陰の言葉に、「至誠にして

動かざる者いまだにあらざるなり」とあります。これは、誠意と真心を尽くせば、心を

動かされない者はいないという意味であります。

市政は「最大のサービス業」であるとの認識のもと、市役所は、市民の信頼に足る存

在でなければならないと常々考えており、私を含めた市職員一人ひとりが誠意と真心を

尽くし、市民の皆様と心を通わせながら、市政の推進に努めていかなければならないと

考えております。この言葉を胸に抱きながら、本市の将来を見据え、今市民のために

「何が必要なのか」「何をなすべきなのか」を考え、一歩一歩着実に、そしてしっかり

と前に歩みを進め、市民が希望を持ち安心して暮らせるまちを将来に残してまいりたい

と考えておりますので、市民の皆様並びに議員各位のさらなるご支援とご協力をお願い
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申し上げまして施政方針とさせていただきます。ありがとうございました。

○議長（鎌田 正） 市長より訂正箇所があるそうです。

○市長（栗林次美） 街路灯のＬＥＤ化のところでありますが、新規事業として市が管理

する「２００Ｗ以上」と申し上げましたが、「２００Ｗ以下」の街路灯を交換するとい

うことでありますので、訂正をお願いいたします。

○議長（鎌田 正） 申し上げます。この際、暫時休憩いたします。本会議は午前１１時

３０分に再開いたします。

午前１１時２１分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午前１１時３０分 再 開

○議長（鎌田 正） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

○議長（鎌田 正） 次に、日程第５、議案第１２号を議題といたします。

本件は、議会運営委員長小松栄治君から提出されております。

お諮りいたします。議案第１２号については、会議規則第３７条第３項の規定により、

提案理由の説明を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田 正） ご異議なしと認めます。よって本件については、提案理由の説明は

省略することに決しました。

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田 正） 質疑なしと認めます。

本件については、会議規則第３７条第２項の規定により、委員会には付託いたしま

せん。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田 正） 討論なしと認めます。

これより議案第１２号を採決いたします。本件は、原案のとおり可決することにご異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（鎌田 正） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決されまし

た。

○議長（鎌田 正） 次に、日程第６、議案第１３号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。栗林市長。

○市長（栗林次美）【登壇】 議案第１３号、人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を

求めることについて、ご説明申し上げます。

本案は、当市人権擁護委員のうち、髙畠良市氏の任期が、来る平成２４年６月３０日

をもって満了することから、その後任候補者の推薦について秋田地方法務局から依頼が

ありましたので、同氏を再推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、

議会の意見を求めるものであります。

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申

し上げます。

○議長（鎌田 正） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田 正） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件については、会議規則第３７条第３項の規定により、委員会

の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田 正） ご異議なしと認めます。よって本件については、委員会の付託を省

略することに決しました。

これより討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田 正） 討論なしと認めます。

これより議案第１３号を採決いたします。本件は、同意と決することにご異議ありま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田 正） ご異議なしと認めます。よって本件は、同意することに決しました。

○議長（鎌田 正） 次に、日程第７、報告第１号から日程第５５、議案第６１号までの
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４９件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。老松総務部長。

○総務部長（老松博行）【登壇】 それでは、ご説明申し上げます。

はじめに、お手元の資料Ｎｏ．２の大仙市補正予算書〔２月専決〕をご覧いただきた

いと思います。

１ページになります。

報告第１号、平成２３年度大仙市一般会計補正予算（第１３号）の専決処分報告につ

いて、ご説明申し上げます。

この補正予算につきましては、市道の除雪経費について補正を行ったものであり、歳

入歳出予算の総額にそれぞれ１億６，０００万円を追加し、補正後の予算総額を４６５

億１，２３０万５千円としたものであります。地方自治法第１７９条第１項の規定に基

づき、平成２４年２月１０日付けで専決処分を行ったものであり、同条第３項の規定に

より議会に報告し、ご承認をお願いするものであります。

補正予算の概要につきまして、事項別明細書により、歳入から順にご説明申し上げま

す。

６ページになります。

１０款地方交付税は、特別交付税として１億５，２００万円の補正であります。

１５款県支出金は、県道除雪費委託金として８００万円の補正であります。

次に、歳出についてご説明申し上げます。

８款土木費は、除雪対策費について、降雪状況に応じて直ちに市道の早朝除雪を行う

ための委託料及び関連経費を追加するものであり、１億６，０００万円の補正でありま

す。

以上が専決処分報告の内容であります。

続きまして、お手元の資料Ｎｏ．１の議案書をご覧いただきたいと思います。

議案書綴りの３ページと４ページになります。

議案第１４号、大仙市税条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げ

ます。

個人住民税に係る雑損控除等の適用対象となる災害に関連する支出につきましては、

現在、その災害のやんだ日から１年以内に支出したものを対象としておりますが、地方

税法及び関係政省令の一部改正に伴い、本案は東日本大震災により、住宅や家財に損害
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が生じた場合には、１年を超え３年以内に支出する費用についても対象とすることとす

るもので、公布の日から施行することとしております。

次に、５ページと６ページになります。

議案第１５号、大仙市減債基金条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申

し上げます。

本案は、市債の償還に係る財源の確保を目的として設置している減債基金について、

市債に準じた性格を有している普通建設事業に係る債務負担についても、その財源とし

て基金を処分できるようにするもので、公布の日から施行することとしております。

次に、７ページと８ページになります。

議案第１６号、大仙市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し

上げます。

本案は、旅館業法に基づく営業許可などの権限が平成２４年度に県から移譲されます

が、申請に対する審査について、県と同様に手数料を徴することとするもので、平成

２４年４月１日から施行することとしております。

次に、９ページと１０ページになります。

議案第１７号、大仙市特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。

本案は、災害現場での雑踏整理など消防団の活動を補助する消防団協力員を新たに置

くため、その報酬を年額２万円とし、旅費の額は他の非常勤特別職と同様として条例規

定するものであり、平成２４年４月１日から施行することとしております。

次に、１１ページ・１２ページになります。

議案第１８号、大仙市議会議員及び大仙市長の選挙における選挙運動に要する費用の

公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し上げます。

本案は、大仙市議会議員及び市長選挙におけるポスター作成に係る公費負担について、

投票区数に応じてポスターの掲示場数が５００を超える場合を想定して規定しておりま

すが、平成２４年４月１日施行予定の投票区の再編により、投票区数が減少することに

伴い、掲示場数が５００以下となる可能性があることから、この場合の公費負担額の算

定方法を新たに規定するもので、公布の日から施行し、同日以後に告示される選挙から

適用することとしております。

次に、１３ページ・１４ページになります。
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議案第１９号、大仙市移動通信用鉄塔設置条例の一部を改正する条例の制定について、

ご説明申し上げます。

本案は、携帯電話の不感地帯を解消するために整備中の移動通信用鉄塔の供用を開始

するため、名称及び位置を条例規定するもので、西仙北大沢郷上布又無線局、西仙北大
かみぬのまた

沢郷下布又無線局及び太田真木中仙フカウヂ無線局については公布の日から、大曲小出
しもぬのまた ま ぎ こ いで

沢無線局については平成２４年４月１日から施行することとしております。
さわ

次に、１５ページから１８ページまでになります。

議案第２０号、大仙市太田四季の村条例の一部を改正する条例の制定について、ご説

明申し上げます。

本案は、太田ふれあいの里について、テニスコートのドッグラン施設への改修が完了

したことから、施設の供用を開始するための所要の改正を行うほか、太田農村体験の里

について、交流ハウス及び交流促進センターの利用区分などを見直すものであります。

具体的な改正内容についてでありますが、ドッグラン施設につきましては、利用料金

の上限額を議案記載のとおり定めるものであります。

交流ハウス（通称もみじ庵）につきましては、犬や猫のペットの宿泊や入館も可能に

するほか、部屋ごとの利用区分を全館利用に改めて、これにあわせて利用料金上限額を

改定するものであります。

また、交流促進センター（通称あかまつ庵）につきましては、宿泊・貸切・休憩の利

用区分を建物構造及び利用実態に即して見直すもので、所要の経過措置を設けて平成２

４年４月１日から施行することとしております。

次に、１９ページと２０ページになります。

議案第２１号、大仙市立図書館設置条例の一部を改正する条例の制定について、ご説

明申し上げます。

本案は、地域主権改革の一環として図書館法が改正され、図書館協議会の委員の任命

基準が法律から削除され、文部科学省令で定める基準を参酌して条例で新たに定めるこ

ととされたことから、現行の法定基準と同じ内容で条例に規定するものであります。

このほか、所要の文言整備を行って、平成２４年４月１日から施行することとしてお

ります。

次に、２１ページ・２２ページになります。

議案第２２号、大仙市児童館及び児童センターに関する条例の一部を改正する条例の
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制定について、ご説明申し上げます。

本案は、公共施設見直し計画に基づき、大曲地域のふじのみ、こがね、おぬき、鳥居、

及び樋渡の各児童館、並びに神岡地域の荒屋児童館の建物をそれぞれ地元自治会に無償

譲渡するため、これらの児童館を廃止するもので、大曲地域の各児童館にあっては平成

２４年４月１日から、荒屋児童館にあっては平成２４年７月１日から施行することとし

ております。

次に、２３ページ・２４ページになります。

議案第２３号、大仙市特別会計条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申

し上げます。

本案は、宅地造成に係る償還金の繰上償還等に伴い、平成２３年度をもって宅地造成

事業特別会計を廃止するもので、平成２４年４月１日から施行することとしております。

次に、２５ページから２８ページになります。

議案第２４号、大仙市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について、ご

説明申し上げます。

本案は、道路法施行令の改正に伴い、これに準じて定めている市の道路占用料の額な

どについて所要の改正を行うものであります。

改正の内容についてでありますが、占用許可対象物件にオープンカフェやキオスクな

どの食事施設等を加えるほか、特定都市道路の上空に設ける建築物等について、応急仮

設建築物等の占用料を見直すとともに、応急仮設建築物等以外にも許可対象物件を拡充

するもので、公布の日から施行することとしております。

次に、２９ページから３１ページまでになります。

議案第２５号、大仙市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申し

上げます。

本案は、地域主権改革の一環として公営住宅法が改正され、単身入居を一定に制限す

る同居親族要件が法律から削除され、これまでの基準を参酌して条例で新たに定めるこ

ととされたことから、現行の基準と同じ内容で条例に規定するものであります。

このほか、所要の文言整理等を行って、平成２４年４月１日から施行することとして

おります。

次に、３２ページ・３３ページになります。

議案第２６号、大仙市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正す
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る条例の制定について、ご説明申し上げます。本案は、大曲地域角間川地区及び太田地

域三本扇地区において整備していた農業集落排水施設が完成したことから、供用を開始

するため、名称、位置及び処理区域を規定するもので、平成２４年３月３１日から施行

することとしております。

次に、３４ページから３６ページになります。

議案第２７号、大仙市暴力団排除条例の制定について、ご説明申し上げます。

本案は、市民の安全で平穏な生活を確保し、本市における社会経済の健全な発展に寄

与することを目的に、暴力団の排除についての基本理念を定め、市、市民及び事業者の

責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等を定めることに関し、必要

な事項を定めるもので、平成２４年４月１日から施行することとしております。

次に、３７ページから３９ページになります。

議案第２８号、大仙市市民バス条例の制定について、ご説明申し上げます。

本案は、平成２２年度に策定した「第２期大仙市のよりよい地域公共交通計画」に基

づき、西仙北地域においては患者輸送バス、南外地域においては市民バスを直営事業と

して無償で運行しておりますが、これらの２路線につきまして、市、運行事業者及び利

用者の三者による支え合いの観点から、利用者にも適切な負担を求め、道路運送法に基

づく自家用有償旅客運送として運行することとするものであります。

使用料につきましては、１回の乗車につき２００円とするほか、回数利用券も発行す

ることとし、平成２４年７月１日から施行することとしております。

次に、４０ページから４４ページまでになります。議案第２９号、大仙市総合民俗資

料交流館条例の制定について、ご説明申し上げます。

本案は、旧峰吉川小学校の校舎を活用し、大仙市の民俗、生活、産業等の歴史的な資

料を保存展示し、これらの資料を活用したふるさと意識の醸成と市民の交流を推進する

ことを目的に、大仙市総合民俗資料交流館を設置するものであります。平成２４年４月

１日から施行することとしております。

なお、展示物の見学は無料とし、会議等で展示交流室や研修室を利用する場合につい

て、使用料を規定しております。

次に、４５ページ・４６ページになります。

議案第３０号、大仙市第三セクター運営観光施設等整備基金条例を廃止する条例の制

定について、ご説明申し上げます。
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本案は、第三セクターが市の指定管理者の指定を受けて運営する観光施設等について、

施設の整備等を要する場合の費用に充てることを目的に、第三セクターの事業収益を原

資として設置したものでありますが、平成２３年度末において基金残高がなくなること

に加え、今後、基金を積み立てられるほどの事業収益を見込むことが困難な状況である

ことから、基金条例を廃止するもので、平成２４年４月１日から施行することとしてお

ります。

次に、４７ページ・４８ページになります。

議案第３１号、大仙市立幼稚園預かり保育料徴収条例を廃止する条例の制定について、

ご説明申し上げます。

本案は、みどり幼稚園、太田ひがし幼稚園及び太田みなみ幼稚園の法人化のほか、南

外幼稚園で実施していた預かり保育について、平成２４年度から認定子ども園に移行す

ることに伴い、幼稚園預かり保育が不要となることから条例を廃止するもので、平成

２４年４月１日から施行することとしております。

次に、４９ページと５０ページになります。

議案第３２号、大仙市新型インフルエンザ発熱外来センター設置条例を廃止する条例

の制定について、ご説明申し上げます。

本案は、新型インフルエンザの感染拡大が終息したこと、また、ワクチンの開発によ

り季節性インフルエンザとしての予防体制が確立されたことから、新型インフルエンザ

発熱外来センターを廃止するもので、公布の日から施行することとしております。

次に、５１ページ・５２ページになります。

議案第３３号、町の区域の変更について、ご説明申し上げます。

本案は、都市再開発法に基づく大曲通町地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、

同施行区域内の大曲福住町の一部を大曲通町に変更する必要があり、施行者から町界変

更の依頼があったことから、地方自治法第２６０条第１項の規定により議会の議決をお

願いするものであります。

次に、５３ページから６１ページまでになります。

議案第３４号、字の区域の変更について、ご説明申し上げます。

本案は、仙北西地区農地集積加速化基盤整備事業の施行に伴い、同地区の字の区域を

変更する必要があり、秋田県知事から字界変更の依頼がありましたので、地方自治法第

２６０条第１項の規定により議会の議決をお願いするものであります。
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次に、６２ページと６３ページになります。

議案第３５号、及び議案第３６号の２件につきましては、関連がありますので一括し

てご説明申し上げます。

本２件は、公の施設の指定管理者を指定することにつきまして、地方自治法第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決をお願いするものであります。

大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」につきましては株式会社ＴＭＯ大

曲、西仙北ぬく森温泉ユメリアにつきましては新潟新光電機株式会社・新生ビルテクノ

株式会社共同企業体をそれぞれ指定するもので、指定期間はいずれも平成２４年４月１

日から平成２７年３月３１日までの３年間としております。

次に、６４ページ・６５ページになります。

議案第３７号、大曲仙北広域市町村圏組合規約の一部変更について、ご説明申し上げ

ます。

本案は、障害者自立支援法の改正による障害者福祉施策の見直しに伴い、障害者施設

の名称を改める必要があることなどから、地方自治法第２８６条第１項の規定に基づき、

構成市町の協議により組合規約の一部を変更するため、同法第２９０条の規定により議

会の議決をお願いするものであります。

改正の内容についてでありますが、角間川更生園の施設名称を知的障害者援護施設か

ら障害者支援施設に改めるほか、共同処理する事務として３つの相談支援事業を新たに

加えるものであります。

また、グループホーム「かわみなと寮」に係る共同生活援助事業所の設置規定を規約

に明示するもので、知事の許可を受けて平成２４年４月１日から施行することとしてお

ります。

次に、６６ページから７８ページまでになります。議案第３８号、市道の路線の認定

及び廃止について、ご説明申し上げます。

本案は、事業の完了に伴い、９４路線を認定し、４１路線を廃止するもので、これに

より市道の路線数は５３路線増の６，６３７路線、実延長は２，６９９．８４ｍ増の

３１９万７，０５４．４２ｍとなります。

次に、７９ページと８０ページになります。

議案第３９号及び議案第４０号の各特別会計への繰入額の変更につきましては、関連

がありますので一括してご説明申し上げます。
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本２件につきましては、宅地造成事業及び老人デイサービス事業について、既に議会

の議決をいただいている平成２３年度一般会計からの事業資金繰入額の上限を変更する

必要が生じましたので、地方財政法第６条の規定により、議会の議決をお願いするもの

であります。

各特別会計の繰入額の上限についてでありますが、宅地造成事業特別会計につきまし

ては、繰入額の上限を１，５６４万３千円引き上げ、２，４３９万５千円以内に、老人

デイサービス事業特別会計につきましては、繰入額の上限を５４６万１千円引き上げ、

３，５７２万４千円以内とするものであります。

次に、８１ページから最後の８７ページまでになります。

議案第４１号から議案第４７号までの７件につきましては、関連がありますので一括

してご説明申し上げます。

本７件につきましては、公営企業会計に係る事業の推進を図るため、平成２４年度一

般会計から事業資金を繰り入れることについて、地方財政法第６条の規定により議会の

議決をお願いするものであります。

各特別会計への繰入額についてでありますが、簡易水道事業特別会計は５億

５，１４３万１千円以内に、公共下水道事業特別会計は７億４，６７７万円以内、特定

環境保全公共下水道事業特別会計は４億１，３４６万９千円以内、特定地域生活排水処

理事業特別会計は１，１３７万９千円以内、農業集落排水事業特別会計は７億

４，７３２万４千円以内、老人デイサービス事業特別会計は１，３７９万８千円以内、

スキー場事業特別会計は５，２０３万円以内としております。

○議長（鎌田 正） 申し上げます。ただいま議案等の説明中でありますが、この際、昼

食のため暫時休憩いたします。本会議は午後１時に再開いたします。

午前１１時５７分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午後 １時００分 再 開

○議長（鎌田 正） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

引き続き、提案理由の説明を求めます。老松総務部長。

○総務部長（老松博行）【登壇】 それでは、ご説明申し上げます。

お手元の資料Ｎｏ．３、大仙市補正予算書〔３月補正〕をご覧いただきたいと思いま

す。
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１ページになります。

議案第４８号、平成２３年度大仙市一般会計補正予算（第１４号）につきまして、ご

説明申し上げます。

今回の補正予算は、事業費の確定に伴う補正、各特別会計への繰出金、財政調整基金

積立金及び生活バス路線運行維持対策経費などについて補正を行うものであり、歳入歳

出予算の総額にそれぞれ４，１８３万５千円を追加し、補正後の予算総額を４６５億

５，４１４万円とするものであります。

また、継続費につきましては、「嶽の湯」温泉掘削整備事業費の総額及び年割額の変

更について、繰越明許費につきましては、子ども手当事務費等ほか２件の設定について、

債務負担行為につきましては、大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」の指

定管理料ほか２件の追加と電子計算システム更新経費の変更について、それぞれ補正す

るものであります。

はじめに、補正予算の概要につきまして、事項別明細書により、歳入から順にご説明

申し上げます。

１４ページになります。

６款地方消費税交付金は、平成２３年度の交付実績により５，１９１万１千円の減額

補正であります。

９款地方特例交付金は、平成２３年度の交付実績により２，６５２万８千円の減額補

正であります。

１０款地方交付税は、普通交付税及び特別交付税として、合わせて１億６，２００万

４千円の補正であります。

１２款分担金及び負担金は、移動通信用鉄塔施設整備費分担金として１４０万１千円

の減額補正であります。

１３款使用料及び手数料は、１５ページになりますが、移動通信用鉄塔施設使用料及

び地上デジタル放送再送信施設使用料として、合わせて１５７万２千円の補正でありま

す。

１４款国庫支出金は、更生医療給付費負担金や子ども手当負担金、消防団安全対策設

備整備費補助金などとして、合わせて２億１，１３１万３千円の減額補正であります。

１５款県支出金は、国民健康保険保険基盤安定負担金のほか、１６ページになります

が、秋田県生活バス路線等維持費補助金、医療給付費補助金、子ども手当システム改修
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費補助金、子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進補助金、東日本大震災農業生産対策交付

金、１７ページになりますが、街なか商業活性化市町村支援事業費補助金などとして、

合わせて３，５６９万８千円の減額補正であります。

１６款財産収入は、各種基金の預金利子として１４９万５千円の補正であります。

１８ページになります。

１７款寄附金は、民生費寄附金、ふるさと応援寄附金及び地域中核病院整備支援寄附

金として、合わせて５５５万４千円の補正であります。

１８款繰入金は、減債基金繰入金及び地上デジタル放送再送信施設基金繰入金として、

合わせて１億７４万５千円の補正であります。

１９款繰越金は、前年度繰越金として５，６８０万３千円の補正であります。

２０款諸収入は、介護予防事業受託費や過年度分の生活保護費国庫負担金、新たな難

視地域におけるケーブル加入世帯への経費助成金、災害救助求償収入金及び仙北市環境

保全センター負担金返還金などとして、合わせて３，６２１万３千円の補正であります。

２０ページになります。

２１款市債は、移動通信用鉄塔施設整備事業債や県営ほ場整備事業債、地方特定道路

整備事業債、消防施設設備整備事業債などとして、合わせて４３０万円の補正でありま

す。

次に、歳出についてご説明申し上げます。

１款議会費は、９９８万２千円の減額補正であります。

内容といたしましては、議員報酬・期末手当及び共済費は、議員報酬月額の変更に伴

う報酬及び共済費の変更分として１，０４４万３千円の減額補正、職員人件費は、共済

組合の負担率の改正に伴う共済費の増額分として４６万１千円の補正であります。

２２ページになります。

２款総務費は、１億９，２４７万１千円の補正であります。

主な内容といたしましては、健康文化活動拠点センター管理費は、ペアーレ大仙の指

定管理料として４６０万円の補正、生活バス路線運行維持対策経費は、市内１５系統の

路線を対象としたバス事業者に対する補助金として６，６８０万５千円の補正、財政調

整基金積立金は、今年度の追加の積み増し分と基金の預金利子の積み立て分を合わせて

１億１，０５０万３千円の補正、ふるさと応援基金積立金は、ふるさと納税制度におけ

る寄附金の積立金として２７７万４千円の補正。２３ページになります。公共施設修繕
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引当基金積立金は、今年度の積み増し分と基金の預金利子の積み立て分を合わせて

５，００２万円の補正、地域中核病院整備支援基金積立金は、仙北組合総合病院の改築

事業を支援する寄附金を積み立てるもので、２２３万円の補正であります。

２４ページになります。

３款民生費は、１億６，６８３万円の減額補正であります。

主な内容といたしましては、障がい福祉サービス給付費は、障がい者自立支援給付費

負担金などに係る過年度分の精算として６２７万３千円の補正、法人立介護保険施設等

補助金は、派遣職員の人件費及び愛幸園、福寿園のスプリンクラーに係る防火扉の設置

経費などの補助として１，３３５万８千円の補正。２５ページになります。子ども手当

は、制度改正に伴う支給額変更による扶助費等として２億１，２３５万９千円の減額補

正、認可保育所管理運営費は、秋田県町村土地開発公社の解散に伴い、中仙西保育園及

び仙北南保育園の用地取得造成等に係る債務負担分を繰上償還する経費として

３，４２９万円の補正であります。

２６ページになります。

４款衛生費は、１億２，３３５万４千円の減額補正であります。

主な内容といたしましては、予防接種経費は、各種予防接種の実績見込みとして

６，３００万２千円の減額補正、子宮頸がん等ワクチン接種経費は、子宮頸がん、ヒブ

ワクチン等の接種経費の実績見込みとして５，２６６万８千円の減額補正、家庭用ＬＥ

Ｄ照明購入補助事業費は、申請件数の増加に伴う購入補助金の追加分として１，２７３

万９千円の補正、仙北市環境保全センター関係費は、旧中仙町が加入していた仙北市環

境保全センター建設に係る起債償還金の確定に伴う負担金として１，２００万７千円の

減額補正であります。

５款労働費は、職員人件費について、共済組合の負担率の改正に伴う共済費の増額分

として、合わせて２８万９千円の補正であります。

２８ページになります。

６款農林水産業費は、１，５４５万３千円の減額補正であります。

主な内容といたしましては、人・農地プラン作成事業費は、国の第４次補正予算の採

択を受け、地域農業マスタープランを作成する経費として２０２万円の補正、東日本大

震災農業生産対策事業費は、国の第３次補正予算の採択を受け、ＪＡ秋田おばこが農家

に貸し付けする乳牛を一括購入した経費に対する補助金として１５１万８千円の補正、
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農村環境改善センター管理費は、秋田県町村土地開発公社の解散に伴う中仙地域の農村

環境改善センターの用地取得に係る債務負担分を繰上償還する経費として５０７万円の

補正であります。

７款商工費は、７，５９２万４千円の補正であります。

主な内容といたしましては、工業団地整備事業費（債務負担分）につきましては、秋

田県町村土地開発公社の解散に伴い、仙北地域の大和田工業団地の用地取得造成等に係

る債務負担分を繰上償還する経費として７，２８８万円の補正、嶽の湯温泉管理費は、

平成２３年度と２４年度の２カ年の継続事業であります源泉工事の契約額及び年割額の

確定に伴う工事費の変更として２，３４６万６千円の減額補正、西仙北ぬく森温泉管理

費は、秋田県町村土地開発公社の解散に伴い、ユメリアの土地造成に係る債務負担行為

分を繰上償還する経費として３，４１１万円の補正であります。

３０ページになります。

８款土木費は、１億７０２万円の補正であります。

主な内容といたしましては、除雪対策費は、今後の降雪状況に応じて直ちに市道の早

朝除雪を行うための委託料として１億円の補正、宅地造成事業特別会計繰出金は、秋田

県町村土地開発公社の解散に伴い、仙北地域払田地区の宅地造成等に係る債務負担行為

分を繰上償還する経費などについて、一般会計から繰り出しするものとして１，５６４

万３千円の補正であります。

９款消防費は、９２３万７千円の補正であります。

主な内容といたしましては、大曲仙北広域市町村圏組合負担金は、消防ポンプ車及び

救急車の購入事業が完了し、構成市町の負担金が確定したこと、また、負担金の財源と

して過疎債を発行することから６７３万１千円の補正、消防団安全対策設備整備費は、

国の第３次補正予算の採択を受け、災害時における消防団の活動用の投光器・発電機等

を購入し、各地域に配備する経費として２３５万１千円の補正であります。

３２ページになります。

１０款教育費は、４５５万３千円の減額補正であります。

主な内容といたしましては、教職員コンピューター管理費は、教職員用のコンピュー

ター及びサーバー機器の賃借料の実績見込みにより２，３０１万６千円の減額補正、学

校給食事業特別会計繰出金は、共済組合の負担率の改正に伴う人件費の増額分を繰り出

しするものとして１００万８千円の補正、花の里づくり基金積立金は、花いっぱい運動
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を推進する財源として基金に積み増しする分として１，０００万円の補正であります。

１２款公債費は、長期債利子償還金として、平成２２年度借入債の実際の借入利率が

当初見込みを下回ったことにより２，２９３万４千円の減額補正であります。

以上が一般会計分であります。

次に、３９ページになります。

議案第４９号、平成２３年度大仙市国民健康保険事業特別会計補正予算（第６号）に

つきましては、事業勘定及び診療所勘定について補正するものであります。

事業勘定は、共済組合負担金の率改正に伴う職員人件費の補正及び高額医療費共同事

業拠出金等の額の確定に伴う補正であり、歳入歳出予算の総額から、それぞれ２億

９，４３２万６千円を減額し、補正後の予算総額を１０１億８７９万９千円とするもの

であります。

診療所勘定は、共済組合負担金の率改正に伴う職員人件費の増額と、医師１名の減に

伴う研究研修費の減額による歳出の組み替え補正であります。

４６ページになります。

はじめに、事業勘定からご説明申し上げます。

歳入３款国庫支出金は、高額医療費共同事業負担金及び特別調整交付金として、合わ

せて３，８５９万５千円の減額補正。

６款県支出金は、高額医療費共同事業負担金及び都道府県財政調整交付金として、合

わせて１億７，００６万３千円の減額補正。

７款共同事業交付金は、高額医療費共同事業交付金のほか、保険財政共同安定化事業

交付金として、合わせて８，５７６万４千円の減額補正。

８款財産収入は、財政調整基金の預金利子として１１万８千円の補正。

９款繰入金は、保険基盤安定や職員給与費等に係る一般会計繰入金として、合わせて

９４万８千円の補正。

１１款諸収入は、雑入として９７万円の減額補正であります。

４８ページになります。

歳出１款総務費は、２１７万９千円の補正であります。

内容といたしましては、職員人件費は、共済組合の負担率の改正に伴い、共済費の増

額分として４７万３千円の補正、管理事務費は、国保連合会のシステム改修事業費が当

初見込みより増額となり、本市の負担金が追加となったことから１７０万６千円の補正



- 43 -

であります。

歳出２款保険給付費は、９６６万４千円の減額補正であります。

内容といたしましては、一般被保険者療養給付費は財源振替であり、出産育児一時金

は、当初見込みの支給件数より決算見込みが下回ることから９６６万円の減額補正、出

産育児一時金支払事務委託手数料は、実績見込みによる精算として４千円の減額補正で

あります。

５０ページになります。

７款共同事業拠出金は、２億８，１８９万１千円の減額補正であります。

内容といたしましては、高額医療費拠出金は、過年度分及び本年度概算分の拠出金額

が確定したことにより１，０７３万７千円の減額補正、保険財政共同安定化事業拠出金

も同様の理由により２億７，１１５万４千円の減額補正であります。

１０款諸支出金は、過年度分の療養給付費負担金等の精算に伴う返還金の額が確定し

たことにより５０６万８千円の減額補正であります。

５２ページになります。

１１款基金積立金は、財政調整基金の預金利子を積み立てるもので１１万８千円の補

正であります。

次に、５８ページになります。

続きまして、診療所勘定についてご説明申し上げます。

歳出１款総務費は、組み替え補正でありまして、共済組合の負担率の改正に伴い職員

人件費を４５万６千円増額し、医師が当初の２名から１名に減となったことで、旅費や

医師会負担金等に係る研究研修費事務費を４５万６千円減額するものであります。

次に、６１ページになります。

議案第５０号、平成２３年度大仙市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につ

きましては、職員人件費の補正及び後期高齢者医療広域連合納付金に係る補正を行うも

のであり、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１１０万円を追加し、補正後の予算総額を

８億８８７万６千円とするものであります。

６６ページになります。

歳入１款後期高齢者医療保険料は、特別徴収及び普通徴収の現年度分保険料として、

合わせて９２１万８千円の減額補正。

３款繰入金は、事務費及び保険基盤安定に係る一般会計繰入金として、合わせて
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８８７万９千円の補正。

４款繰越金は、前年度繰越金として、合わせて１４３万９千円の補正であります。

歳出１款総務費は、１４万１千円の補正であります。

内容といたしましては、職員人件費は共済組合の負担率の改正に伴い、共済費の増額

分として１４万１千円、徴収費は財源振替であります。

６８ページになります。

２款後期高齢者医療広域連合納付金は、保険料及び保険基盤安定負担金の決算見込み

に伴う連合会納付金の額の確定により、９５万９千円の補正であります。

次に、７１ページになります。

議案第５１号、平成２３年度大仙市土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）に

つきましては、職員人件費の補正及び事業の実績見込みに伴う補正のほか、繰越明許費

の設定を行うものであり、歳入歳出予算の総額から、それぞれ２億３５万２千円を減額

し、補正後の予算総額を１９億６，３４３万９千円とするものであります。

繰越明許費につきましては、補助事業の一部について交付決定時期の遅れにより、年

度内完了が困難なことから設定するものであります。

７８ページになります。

歳入１款使用料及び手数料は、都市再生住宅使用料として４０万５千円の減額補正。

２款国庫支出金は、社会資本整備総合交付金として１億８３９万２千円の減額補正。

３款県支出金は、大曲駅前第二地区土地区画整理事業費補助金として６３２万２千円

の減額補正。

４款繰入金は、一般会計繰入金として６１３万３千円の減額補正。

８款市債は、大曲駅前第二地区土地区画整理事業債及び住宅市街地総合整備事業債と

して、合わせて７，９１０万円の減額補正であります。

８０ページになります。

歳出１款事業費は、２億３５万２千円の減額補正であります。

主な内容といたしましては、職員人件費は共済組合の負担率の改正に伴い、共済費の

増額分として７９万３千円の補正、大曲駅前第二地区土地区画整理事業費補助分につき

ましては、事業費の確定により１億７，３５８万１千円の減額補正、大曲駅前第二地区

土地区画整理事業費単独分につきましても事業費の確定により１，４１１万３千円の減

額補正であります。
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次に、８５ページになります。

議案第５２号、平成２３年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第４号）につき

ましては、職員人件費の補正を行うものであり、歳入歳出予算の総額に、それぞれ

１００万８千円を追加し、補正後の予算総額を１２億４，６８１万８千円とするもので

あります。

９０ページになります。

歳入２款繰入金は、一般会計繰入金として１００万８千円の補正。

歳出１款給食事業費は、職員人件費といたしまして、共済組合の負担率の改正に伴い、

共済費の増額分として１００万８千円の補正であります。

次に、９３ページになります。

議案第５３号、平成２３年度大仙市奨学資金特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、奨学資金貸付金の実績見込み及び奨学基金積立金の補正であり、歳入歳出予算の

総額から、それぞれ１４８万円を減額し、補正後の予算総額を３，６５３万２千円とす

るものであります。

９８ページになります。

歳入１款財産収入は、奨学基金預金利子として３万５千円の補正。

２款寄附金は３万５千円の補正。

３款繰入金は、奨学基金繰入金として１５５万円の減額補正であります。

歳出１款奨学資金事業費は、１４８万円の減額補正であります。

内容といたしましては、奨学資金貸付金は、貸付実績によるもので１５５万円の減額

補正、奨学基金積立金は、基金の預金利子と寄附金を基金に積み立てるもので、合わせ

て７万円の補正であります。

次に、１０１ページになります。

議案第５４号、平成２３年度大仙市宅地造成事業特別会計補正予算（第１号）につき

ましては、秋田県町村土地開発公社の解散に伴い、仙北地域の宅地造成等に係る債務負

担行為分を繰上償還する経費を補正するものであり、歳入歳出予算の総額に、それぞれ

１，２３３万円を追加し、補正後の予算総額を３，９３５万８千円とするものでありま

す。

１０６ページになります。

歳入１款財産収入は、払田地区及び下川原地区の土地売払収入として、合わせて
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３３１万３千円の減額補正。

２款繰入金は、一般会計繰入金として１，５６４万３千円の補正であります。

歳出１款事業費は、秋田県町村土地開発公社の解散に伴い、仙北地域払田地区の宅地

造成等に係る債務負担行為分を繰上償還する経費として１，２３３万円の補正でありま

す。

次に、１０９ページになります。

議案第５５号、平成２３年度大仙市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）につき

ましては、職員人件費の補正及び長期債の利子軽減を図るために借り換えを実施する経

費を補正するものであり、歳入歳出予算の総額に、それぞれ５，０５２万４千円を追加

し、補正後の予算総額を１４億１，４１６万４千円とするものであります。

１１５ページになります。

歳入１款使用料及び手数料は、水道使用料として１０２万４千円の補正。

７款市債は、長期債の利子軽減を図るために実施する繰上償還に係る借換債として

４，９５０万円の補正であります。

１１６ページになります。

歳出１款総務費は、職員人件費としまして、共済組合の負担率の改正に伴い、共済費

の増額分として８６万５千円の補正であります。

３款公債費は、長期債の利子軽減を図るために繰上償還を実施する元金償還金として

４，９６５万９千円の補正であります。

次に、１２１ページになります。

議案第５６号、平成２３年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）につ

きましては、職員人件費の補正及び事業費の実績に伴う補正を行うものであり、歳入歳

出予算の総額に、それぞれ５，５１２万７千円を追加し、補正後の予算総額を１７億

７，７５７万円とするものであります。

繰越明許費につきましては、補助事業費の一部について交付決定の時期の遅れから年

度内完了が困難なことから設定するものであります。

また、債務負担行為につきましては、新たに水洗便所改造資金の借り入れがあったこ

とから、平成２３年度分の水洗便所改造基金利子補給費について設定するものでありま

す。

１２９ページになります。
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歳入１款分担金及び負担金は、下水道受益者負担金として７７万３千円の減額補正。

３款国庫支出金は、社会資本整備総合交付金として１，０８０万円の減額補正。

７款市債は、公共下水道事業債及び長期債の利子軽減を図るために実施する繰上償還

に係る借換債として、合わせて６，６７０万円の補正であります。

１３０ページになります。

歳出１款総務費は、職員人件費としまして、共済組合の負担率の改正に伴い、共済費

の増額分として４４万１千円の補正。

２款事業費は、３，４５７万５千円の減額補正であります。

内容としましては、職員人件費は、共済組合の負担率の改正に伴い３６万６千円の補

正、公共下水道事業費補助分につきましては、国庫補助内示額の減額に伴い２，１６０

万円の減額補正、住宅市街地総合整備事業費単独分につきましては、土地区画整理事業

に対する国庫補助内示額の減額に伴い、単独分の事業費についても１，３３４万１千円

の減額補正であります。

１３２ページになります。

３款公債費は、長期債の利子軽減を図るための繰上償還実施に伴う元金償還金として

８，９２６万１千円の補正であります。

次に、１３７ページになります。

議案第５７号、平成２３年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算

（第５号）につきましては、職員人件費の補正及び事業費の実績に伴う補正を行うもの

であり、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１，２７０万３千円を追加し、補正後の予算

総額を７億９，４６９万円とするものであります。

繰越明許費につきましては、県が実施している流域下水道事業費の繰り越しに伴い、

市の負担金も繰り越しする必要が生じたことから設定するものであります。

また、債務負担行為につきましては、平成２３年度分の特定環境保全公共下水道事業

資金融資斡旋利子補給金について設定するものであります。

１４５ページになります。

歳入２款使用料及び手数料は、下水道使用料として５０万３千円の補正。

３款国庫支出金は、社会資本整備総合交付金として１，０００万円の減額補正。

７款市債は、特定環境保全公共下水道事業債及び長期債の利子軽減を図るために実施

する繰上償還に係る借換債として、合わせて２，２２０万円の補正であります。
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１４６ページになります。

歳出１款総務費は、職員人件費としまして、共済組合の負担率の改正に伴い、共済費

の増額分として１２万３千円の補正であります。

２款事業費は、１，９８６万７千円の減額補正であります。

内容といたしましては、職員人件費は、共済組合の負担率の改正に伴い、１３万３千

円の補正、特定環境保全公共下水道事業費補助分につきましては、国庫補助内示額の減

額に伴い２，０００万円の減額補正であります。

１４８ページになります。

３款公債費は、長期債の利子軽減を図るための繰上償還実施に伴う元金償還金として

３，２４４万７千円の補正であります。

次に、１５３ページになります。

議案第５８号、平成２３年度大仙市農業集落排水事業特別会計補正予算（第４号）に

つきましては、職員人件費の補正及び事業費の実績に伴う補正を行うものであり、歳入

歳出予算の総額に、それぞれ２，４５５万円を追加し、補正後の予算総額を１５億

６，７９７万４千円とするものであります。

繰越明許費につきましては、角間川地区の補助事業費の追加内示が遅れたため、年度

内完了が困難なことから設定するものであります。

１６０ページになります。

歳入２款使用料及び手数料は、農業集落排水使用料として７１万５千円の補正。

３款県支出金は、農業集落排水事業費県補助金として１，２６５万円の減額補正。

４款繰入金は、一般会計繰入金として１６５万円の減額補正。

７款市債は、農業集落排水事業債として１，１００万円の減額補正。

８款財産収入は、農業集落排水事業債償還基金利子として、３万５千円の補正であり

ます。

１６２ページになります。

歳出１款総務費は、農業集落排水事業債償還基金の預金利子を基金に積み立てるもの

で、３万５千円の補正であります。

２款事業費は、２，４５８万５千円の減額補正であります。

内容といたしましては、職員人件費は、共済組合の負担率の改正に伴い７１万５千円

の補正、農業集落排水事業費補助分につきましては、太田地域三本扇地区の事業費の確
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定に伴い２，５３０万円の減額補正であります。

次に、１６７ページになります。

議案第５９号、平成２３年度大仙市介護老人保健施設介護サービス事業特別会計補正

予算（第３号）につきましては、共済組合の負担率の改正に伴う職員人件費の補正であ

り、歳入歳出予算の総額に、それぞれ４２１万６千円を追加し、補正後の予算総額を８

億４，２７１万３千円とするものであります。

１７２ページになります。

歳入１款サービス収入は、施設介護サービス費収入や通所リハビリテーション費収入

などとして４２１万６千円の補正であります。

歳出１款総務費は、４２１万６千円の補正であります。

内容といたしましては、特別職人件費は、共済組合の負担率の改正に伴い８万１千円

の補正、職員人件費も同様の理由により４１３万５千円の補正、一般管理費は、節の組

み替え補正であります。

次に、１７７ページになります。

議案第６０号、平成２３年度大仙市老人デイサービス事業特別会計補正予算（第１

号）につきましては、介護収入の減額に伴うサービス収入と一般会計繰入金による歳入

の組み替え補正であります。

１８０ページになります。

歳入１款サービス収入は、通所介護費収入や食費自己負担金収入などとして、合わせ

て５４６万１千円の減額補正。

４款繰入金は、一般会計繰入金として５４６万１千円の補正であります。

次に、１８１ページになります。

議案第６１号、平成２３年度大仙市淀川財産区特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、杉の間伐による諸収入に伴った一般管理費及び基金積立金に係る補正であり、

歳入歳出予算の総額に、それぞれ５１万１千円を追加し、補正後の予算総額を２９１万

５千円とするものであります。

１８６ページになります。

歳入４款諸収入は、間伐に伴う分収金として５１万１千円の補正であります。

歳出２款総務費は、５１万１千円の補正であります。

内容といたしましては、一般管理費は、杉の間伐により収益金を受けたことから、中
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淀川部落協議会との分収契約に基づき、収益の２０％を協議会に支払いする負担金とし

て１０万２千円の補正、また、淀川財産区基金積立金は、協議会に分配した残りの収益

金を基金に積み立てるもので、４０万９千円の補正であります。

以上、上程する議案等につきまして一括してご説明申し上げましたが、よろしくご審

議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（鎌田 正） 次に、日程第５６、議案第６２号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。高野水道局長。

○水道局長（高野永夫）【登壇】 それでは、引き続き資料Ｎｏ．３の１８９ページをお

開き願います。

議案第６２号、平成２３年度大仙市上水道事業会計補正予算（第４号）につきまして、

ご説明申し上げます。

今回の補正につきましては、職員人件費のうち、年度途中の退職に伴う給与費の減額

補正をはじめ、法定福利費に係る共済負担率の改正及び退職手当組合納付額の補正のほ

か、発注工事の実績等による補正をお願いするものでございます。

第２条につきましては、平成２３年度大仙市上水道事業会計予算第３条で収益的収支

を定めておりますけれども、支出第１款上水道事業費用、第１項営業費用を２６２万１

千円増額し、６億８千９４８万２千円とするものでございます。

３条につきましては、平成２３年度第４条で資本的収支について定めております。本

文括弧書きを、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億２，７０４万８千

円は、過年度分損益勘定留保資金１億２，０７２万２千円、減債積立金１億円及び当年

度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額６３２万６千円で補填するものとする」に、

改めるものでございます。

収入第１款資本的収入第１項工事負担金は、大曲駅前第二地区土地区画整理事業の進

捗状況にあわせ工事をしておりますけれども、その補償対象となります配水管移設工事

が減少したため、２，０３８万３千円を減額するものでございます。

支出第１款資本的支出第１項建設改良費は、先程の工事負担金収入で申し上げました

理由をはじめ、１５件の発注工事の実績見込み等によりまして４，７６０万４千円の減

額補正であります。

以上、ご説明申し上げましたが、審査の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申
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し上げます。

○議長（鎌田 正） 次に、日程第５７、議案第６３号から日程第７５、議案第８１号ま

での１９件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。久米副市長。

○副市長（久米正雄）【登壇】 資料Ｎｏ．４をお願いします。

議案第６３号、平成２４年度大仙市一般会計予算について、ご説明申し上げます。

１ページをお願いします。

一般会計歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４４０億２５３万３千円で、前年

度当初予算に比べ１億２，２７０万１千円の減、率にして０．３％の減となっておりま

すが、前年度より５億円程度減額となる義務的経費を、地域の経済情勢等を踏まえた重

点施策に振り向けた結果、実質的には「積極型予算」となっております。

新年度予算は、市の重点施策である子育て、教育、農業振興、地域医療の各分野を、

より一層充実させたほか、今後の合併特例措置の廃止・逓減等を十分に踏まえた予算と

なっております。

それでは、歳入歳出予算の概要につきまして、ご説明申し上げます。

はじめに、７ページをお願いします。

債務負担行為では、電子計算システム更新経費ほか４件について設定をお願いするも

のであります。

次に、事項別明細書により、歳入から順にご説明申し上げます。

１８ページをお願いします。

１款市税につきましては、対前年度比０．１％増の７７億４，８８３万６千円を計上

しております。

主な税目としては、現年課税分の個人市民税が若年扶養控除の廃止等により増額と

なったことから２５億６，０４６万９千円の計上、法人市民税は５億１，３２５万７千

円、また、固定資産税については、評価替え及び新築家屋の減少等により減額となった

ことから３６億９，８１０万２千円の計上であります。

２款地方譲与税は、地方揮発油譲与税、自動車重量譲与税について、地方財政計画な

どを勘案し、前年度比１．６％減の８億１，９４４万８千円を計上しております。

３款利子割交付金は、地方財政計画及び前年度決算見込額を勘案し、対前年度比
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１２．１％増の１，９３６万１千円を計上しております。

４款配当割交付金は、地方財政計画をもとに４６２万３千円を計上しております。

５款株式等譲渡所得割交付金は、地方財政計画をもとに１７５万円を計上しておりま

す。

２０ページになります。

６款地方消費税交付金は、地方財政計画及び前年度決算見込額をもとに、対前年度比

２．８％減の８億６，９６１万３千円を計上しております。

７款ゴルフ場利用税交付金は、大曲地域１カ所と協和地域３カ所の４ゴルフ場分で、

１，３７５万７千円を計上しております。

８款自動車取得税交付金は、地方財政計画及び前年度決算見込額をもとに、対前年度

比７％減の１億３，９５３万１千円を計上しております。

９款地方特例交付金は、子ども手当創設に伴う地方負担増大分が減額になったことな

どにより、対前年度比８３．７％の大幅な減となっており、２，５２７万５千円を計上

しております。

１０款地方交付税については、対前年度比０．４％増の２０１億４，３６１万７千円

を計上しております。

普通交付税については、地方財政計画及び前年度交付決定額等を勘案し、当初予算比

較で０．７％減の１８９億５，１１７万１千円を計上しております。

また、特別交付税は、制度改正による算定割合の普通交付税への移行が先送りとなっ

たことなどから、当初予算比較２０．８％増の１１億９，２４４万６千円を計上してお

ります。

１１款交通安全対策特別交付金は、対前年度比６％減の１，８５１万７千円を計上し

ております。

１２款分担金及び負担金は、対前年度比２．４％増の２億９，７８９万円を計上して

おります。

主な項目としては、２２ページになりますが、農業費分担金が３，７４９万７千円、

保育所保育料負担金など民生費負担金が２億５，５３２万円であります。

１３款使用料及び手数料は、対前年度比９．９％減の４億６，１１８万８千円を計上

しております。

主な項目としては、光ファイバ網使用料などの総務使用料が４，４３８万４千円、
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２３ページから２４ページになりますが、土木使用料は、道路占用料、市民ゴルフ場及

び市営住宅使用料などとして１億９，７４０万５千円、幼稚園使用料、各社会施設など

の教育使用料が２，２８６万２千円、手数料は戸籍、諸証明手数料、一般廃棄物処理手

数料など１億７，５４９万１千円であります。

２６ページになります。

１４款国庫支出金は、対前年度比４．４％減の４７億１，８０７万２千円を計上して

おります。

主な項目としては、保育所運営費負担金、子ども手当負担金、生活保護費負担金など

民生費国庫負担金が３９億５，５１５万円、土木費国庫補助金は、南外１号線や中通線、

市街地再開発事業などにかかわる社会資本整備総合交付金などとして５億３，７７７万

６千円、統合小・中学校のスクールバス運行補助金及び、２８ページになりますが、池

田氏庭園整備事業補助金などの教育費国庫補助金が８，５８１万５千円、委託金は国民

年金事務委託金など２，２７３万１千円であります。

１５款県支出金は、対前年度比９．９％減の２６億５，７３３万４千円を計上してお

ります。

主な項目としては、国民健康保険・後期高齢者医療保険基盤安定負担金、保育所運営

費負担金など民生費県負担金が１３億１，８８８万円、医療給付費補助金、３０ページ

になりますが、すこやか子育て支援事業費補助金などの民生費県補助金が４億

７，４１４万９千円、秋田県緊急雇用創出臨時対策基金事業費補助金などの労働費県補

助金が１億３，７０６万円、あきたを元気に！農業夢プラン実現事業費補助金、農業者

戸別所得補償制度推進事業費補助金、政策転換対応型農業支援事業費補助金などの農林

水産業費県補助金が２億８，９７７万４千円、３２ページになりますが、市街地再開発

事業費補助金などの土木費補助金が１億１，４５６万円、委託金は、県民税徴収交付金

など１億８，６１８万３千円であります。

３５ページになります。

１６款財産収入は、土地貸付収入、土地売払収入など６，７４５万６千円を計上して

おります。

３６ページになります。

１７款寄附金は、存置項目として１千円を計上しております。

１８款繰入金は、２３年度において「だいせん夢未来債」の満期一括償還財源として
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の減債基金繰入金のほか、水洗便所等改造資金貸付基金繰入金を計上しておりましたが、

これらがなくなったことから、対前年度比５０．９％の大幅な減となっており、１億

１，５４９万９千円を計上しております。

なお、財政調整基金につきましては、今後の財政運営を勘案し、前年度に引き続き、

繰り入れは行っておりません。

３８ページになります。

１９款繰越金は、今冬の除雪経費を勘案し、前年度同額の３億円を計上しております。

２０款諸収入は、対前年度比５％増の１９億２，７６９万４千円を計上しております。

主な項目として、貸付金元利収入は１４億９万６千円、４０ページになりますが、介

護予防事業受託費など受託事業収入は１億８，８４７万１千円、雑入は、検診納付金や

４３ページの入場料等収入、後期高齢者検診事業等の助成金、放課後児童クラブ会員の

負担金、それから４４ページになりますが、市町村振興助成金など、合わせて３億

３，３５８万１千円であります。

次に、４６ページをお願いします。

２１款市債は、公債費負担適正化計画に則り、建設事業債等の発行額の抑制を引き続

き図っておりますが、普通交付税の代替財源である臨時財政対策債や庁舎改修事業債の

増額により、対前年度比１７．８％増の３６億５，３０７万１千円を計上しております。

主な項目としては、庁舎改修事業債などの総務債が６億６，６１０万円、県営ほ場整

備事業債などの農林水産業債は１億４，５５０万円、道路橋りょう債や都市計画債の土

木債は５億５３０万円、小・中学校整備事業債や図書館整備事業債などの教育債は１億

２，８５０万円を計上しております。

４８ページになります。

普通交付税の代替財源である臨時財政対策債は、国の地方財政計画に基づき、前年度

に比較し大幅増となる１８億６，３３７万１千円を計上しております。

また、退職手当債については、前年度を５，０００万円下回る２億５，０００万円を

計上しております。

○議長（鎌田 正） 申し上げます。ただいま予算案の説明中でありますが、この際、暫

時休憩いたします。本会議は午後２時５分に再開いたします。

午後 １時５５分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………
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午後 ２時０６分 再 開

○議長（鎌田 正） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

引き続き、提案理由の説明を求めます。久米副市長。

○副市長（久米正雄）【登壇】 それでは、引き続き、歳出について順にご説明申し上げ

ます。

４９ページをお願いします。

１款議会費は３億５，１９５万５千円で、前年度当初と比べて１３．５％減となって

おります。これは、議員年金制度の廃止に伴う経過措置としての給付にかかわる負担金

が減額となったことが主な要因となっております。

議会費における主な経費としては、議員報酬・期末手当及び共済費、議会活動費、議

会管理費、議会広報発行経費などを計上しております。

次に、５０ページから６４ページになります。

２款総務費は４８億６，７６５万２千円で、前年度当初と比べて７．１％増でありま

す。

総務費における主な経費としては、アーカイブズ関係経費、大曲庁舎耐震改修工事等

の庁舎改修事業費、地域交通対策事業費、がんばる集落活性化支援事業費、財政調整基

金積立金のほか、新規事業として合併前旧市町村において撮影した貴重なフィルム等を

デジタル化し保管管理する写真フィルムデジタルデータ化事業や、住民記録や税等の基

幹系システムの構築等にかかわる電子計算システム更新事業費などを計上しております。

また、地域振興事業費（地域枠）については、地域が主体となって様々な課題に一層

取り組んでいただけるように、前年度を５００万円上回る５，５００万円を計上してお

ります。

このほか、広報発行及び活動経費については、市民評価が非常に高いことを踏まえ、

今次予算編成から試行的に導入しましたインセンティブ予算制度を適用し、各種特集号

の作成経費を上乗せするなど、予算を増額して計上しております。

６５ページから７４ページになります。

３款民生費は１２６億９，６５０万５千円で、前年度当初と比べて０．４％の減と

なっております。

民生費における主な経費としては、障がい福祉サービス給付費、高齢者生活支援サー

ビス事業費、子ども手当、生活扶助費等のほか、引き続き介護保険施設や保育所等の法
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人移行に伴う補助金及び貸付金等の経費を計上しております。

また、新規事業として、あらかじめ国の配置基準を上回る保育士を配置した法人等に

補助を行うことにより、年度途中からの入所を希望する児童の保育を促進するための３

歳児未満児保育推進事業費、老朽化及び入所定員の増加を図るため移転改築を計画して

いる法人立大曲南保育園建設費補助金などを計上し、重点施策である子育て支援を積極

的に進めるほか、平成２３年度においても補正予算で支援を行っております東日本大震

災被災地・被災者支援事業費につきましても、市内避難者への支援活動や被災地の皆様

を対象とした花火招待事業を継続して実施していくための予算を計上しております。

このほか、支援を要する園児のために支援員を配置する要支援児童保育対策事業費に

おいては、引き続き支援員の充実を図っているほか、高齢者や障がい者にかかわる社会

福祉費、児童福祉費など、安定した社会生活に必要な所要額を計上しております。

７５ページをお願いします。

７５ページから８２ページになりますが、４款衛生費は５０億９，２５７万５千円で、

前年度当初と比べて２．２％の減となっております。

衛生費における主な経費としては、母子保健推進費、各種検診事業などを実施するた

めの保健事業費、子宮頸がん予防ワクチン・ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチンの

予防接種にかかわる子宮頸がん等ワクチン接種経費、浄化槽設置整備事業費補助金、ご

み収集関係費のほか、省エネや環境対策の一環として市民の関心が高かった家庭用ＬＥ

Ｄ照明購入補助事業費を、一部制度の見直しを図った上で継続して実施することとして

予算計上しております。

また、新規事業として、太田国保診療所の医療法人化に伴う運営資金貸付金及び補助

金、少子化対策として直接出産に結びつく特定不妊治療・不育症治療費補助金などを計

上しております。

８３ページと８４ページになります。

５款労働費は２億１，３３３万９千円で、前年度当初と比べて８．５％の減でありま

す。

労働費における主な経費としては、出稼対策費や、切れ目のない雇用対策を行うため

県の基金を活用した緊急雇用創出臨時対策基金事業費、シルバー人材センター補助金、

助成金制度による大仙市雇用助成金及び圏域雇用助成金のほか、若年未就職者就職支援

事業費、求職者技能教育チャレンジ事業費、在職者職業スキルアップ事業費など、市独
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自の就労支援を引き続き行うこととし、予算を計上しております。なお、雇用助成金に

ついては、新卒者の雇用奨励助成金を拡充するなど一層の雇用機会の拡大を図るため、

予算を増額した上で所要額を計上しております。

８５ページから９６ページになります。

６款農林水産業費は２５億２，５１２万５千円で、前年度当初と比べて５．８％の増

であります。

農林水産業費における主な経費としては、産地づくり推進事業費、農業者戸別所得補

償制度推進事業費、農地・水保全管理支払交付金事業費や県営土地改良事業費負担金な

どを計上しております。

また、県との協調助成で実施している、あきたを元気に！農業夢プラン実現事業費に

おいては、大仙市農業元気賞受賞者の補助率を嵩上げするなど、地域農業の核となる担

い手の育成をより一層図ったほか、中山間地域の農業基盤整備を進めるための小規模集

落元気な地域づくり基盤整備事業費においては、西仙北及び南外地域の２地区を新たに

整備するための予算を計上しております。そのほか新規事業として、果樹農家に対する

新植及び機械設備経費等を支援するオリジナル果樹産地育成強化事業費、有機農業及び

化学農薬等の低減を推進するための支援を行う環境保全型農業直接支払交付金事業費及

び農業法人等の経営多角化に向けての支援を行う新ビジネス発展体制整備事業費などを

計上しております。

このほか、基幹産業である農業振興のための各種経費、畜産業、林業支援経費、水産

業振興経費についても所要額を計上しております。

９７ページから１０３ページになります。

７款商工費は１７億４，４３３万６千円で、前年度当初と比べて５．２％の増であり

ます。

商工費における主な経費としては、大仙市経済・雇用・生活緊急対策本部第４次行動

計画における市内中小企業者への経営支援策である中小企業振興融資あっせん制度保証

料補給金や融資利子補給金、中小企業融資預託金のほか、平成２３年度からの継続事業

として進めております嶽の湯源泉掘削及び揚湯設備工事に係る経費などを計上しており

ます。

また、新規事業として、地域資源を活用した中小企業の新製品開発等を支援する企業

新事業展開応援事業費補助金、雇用の維持を図るため社内活動に積極的に取り組む企業
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を応援する製造業企業力アップ応援事業費補助金、だいせん花火と食おもてなし事業等

への支援など、中心市街地・商業集積地としての求心力の向上を図るための中心市街地

商業活性化対策推進事業費及び市の温泉施設の利用者向上等を図るための温泉入浴券発

行支援事業費などを計上しております。

このほか、企業誘致対策費、商業活性化支援、観光推進に係る経費などについても所

要額を計上しております。

次に、１０４ページから１１０ページになります。

８款土木費は４６億６，５１９万１千円で、前年度当初と比べて２．６％増でありま

す。土木費における主な経費といたしましては、市単独道路整備事業費及び維持管理経

費のほか、社会資本整備総合交付金を活用した南外１号線道路整備事業費及び中通線街

路整備事業費、また、橋梁長寿命化修繕計画を策定する橋りょう維持費などを計上して

いるほか、重点施策の一つでもある仙北組合総合病院の移転改築を核とする市街地再開

発事業費についても、事業の着実な実施に向けて本格的に取り組んでまいります。

また、新規事業として、市内の約９，０００力所の街路灯をＬＥＤ化するＬＥＤ街路

灯ＥＳＣＯ事業、市街地再開発事業と連携した歩道無散水融雪設備を整備する大曲駅前

通り線街路整備事業費などを計上しております。そのほか、市民の皆様より好評をいた

だいております住宅リフォーム支援事業費につきましては、居住環境の向上が図られる

とともに、市内住宅関連産業の活性化にも寄与していることから、一部制度の見直しを

図った上で継続して実施していくほか、河川、市営住宅、公園等の維持管理経費につい

ても所要額を計上しております。

なお、除雪対策費については、車両修繕料など所要額の計上であり、今後９月定例市

議会において、今冬の除雪体制等を踏まえた上で、通年ベースでの必要な経費を補正計

上する予定であります。

次に、１１１ページから１１４ページになります。

９款消防費は１６億８，１３７万２千円で、前年度当初と比べて４．２％増でありま

す。

消防費における主な経費といたしましては、広域市町村圏組合負担金、消防団管理運

営費や消防施設維持管理費、防災対策費のほか、新規事業として自主防災組織の育成や

防災リーダーの養成に取り組むための災害に強いまちづくり事業費、空き家防災管理シ

ステム経費や空き家解体に要する補助金を盛り込んだ空き家等対策費などを計上してお
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ります。

また、水害対策費についても予算を増額させ、水害常襲地帯の排水対策を進めてまい

ります。

１１５ページから１３５ページになります。

１０款教育費は４１億５，４８３万円で、前年度当初と比べて８．６％の減でありま

す。

教育費における主な経費としては、小・中学校及び幼稚園の管理及び教育振興にかか

わる経費、生涯学習推進費、文化財保護経費、スポーツ・レクリエーションの推進のた

めの経費などを計上しております。

また、重点施策である教育の充実として、幼稚園、小・中学校における支援を要する

幼児・児童生徒をサポートする生活支援員等を充実させたほか、新たにスタートする統

合小・中学校のスクールバス運行経費や小・中学校の楽器購入にかかわる音のまち大仙

楽器サポート事業費、理科教育のレベルアップを図るコロンブスの卵わくわくサイエン

ス事業費、プロスポーツ選手や芸術家による心のプロジェクト夢の教室事業費なども計

上しております。

このほか、ハード事業として、老朽化に伴い故障の多かった大曲図書館の空調設備を

省エネ効果の高いガスヒートポンプ方式に改修する経費についても所要額を計上してお

ります。

１３６ページになります。

１１款災害復旧費は７０３万円であり、道路橋りょう及び河川の災害について、迅速

に応急的な対応を図るための経費を計上しております。

なお、補助分の災害復旧事業費については、災害が発生した後の国の査定結果等を踏

まえ予算計上する予定であります。

１３７ページになります。

１２款公債費は５９億５，２６２万３千円で、前年度当初と比べて３．７％減の予算

を計上しております。

１３８ページになります。

１３款予備費は、前年度同額の５，０００万円を計上しております。

以上が一般会計であります。

次に、１６３ページから１９９ページになります。
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議案第６４号、平成２４年度大仙市国民健康保険事業特別会計予算は、歳入歳出それ

ぞれ１００億３，５９５万２千円であります。

なお、診療所勘定及び歯科診療所勘定については、廃止としております。

はじめに、１８０ページをお願いします。

国民健康保険税の課税所得額の減や一人当たりの被保険者療養費の伸び等を勘案し、

保険給付費は６３億７，７８５万円を計上しております。

１８２ページになります。

３款後期高齢者支援金等は１２億４，３５８万９千円です。

１８６ページになります。

７款共同事業拠出金は１３億７，３７６万２千円など所要額を計上しております。

また、国保税率につきましては、依然として経済情勢が厳しいことなどを考慮し、

２３年度と同率に据え置くこととしております。

次に、２０１ページから２１９ページになります。

次に、議案第６５号、平成２４年度大仙市後期高齢者医療特別会計予算は、歳入歳出

それぞれ８億８，７６９万３千円であります。

後期高齢者医療特別会計は、原則７５歳以上の高齢者を対象とした後期高齢者医療制

度について、広域連合と市が連携し、保険料の徴収事務や保険給付にかかわる事務を取

扱うものであり、２１１ページになりますが、２款後期高齢者医療広域連合納付金は８

億５，７７４万５千円など所要額を計上しております。

次に、２２１ページから２４０ページになります。

議案第６６号、平成２４年度大仙市土地区画整理事業特別会計予算は、歳入歳出それ

ぞれ１８億８，９９８万１千円であります。

土地区画整理事業特別会計の主な内容は、中通線整備工事のほか区画道路整備工事、

建物移転補償費などの事業費として１１億４，０７２万５千円のほか、公債費などにか

かわる所要額を計上しております。

２４１ページをお願いします。

次に、議案第６７号、平成２４年度大仙市学校給食事業特別会計予算は、歳入歳出そ

れぞれ９億１，２５３万１千円であります。

なお、前年度は学校総合給食センター建設の際に発行した、だいせん夢未来債３億円

の満期一括償還にかかわる経費を計上していたことから、今回はその分が減額となって
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おります。

学校給食事業特別会計の主な内容は、児童生徒など約７，０００人分にかかわる、安

全で安心な学校給食の提供を図るため、給食材料費や調理運搬業務委託費などの給食事

業費として７億９，９１１万８千円を計上しているほか、公債費などにかかわる所要額

を計上しております。

２６３ページをお願いします。

次に、議案第６８号、平成２４年度大仙市奨学資金特別会計予算は、歳入歳出それぞ

れ３，６５７万２千円であります。

奨学資金特別会計は、経済的理由で就学困難な者に対し奨学資金を貸し付けする事業

であり、事務費のほか平成２４年度は大学生等３０人、高校生１５人分の奨学資金貸付

金など３，６５７万２千円を計上しております。

次に、２７５ページをお願いします。

議案第６９号、平成２４年度大仙市簡易水道事業特別会計予算は、歳入歳出それぞれ

１０億７，８１０万５千円であります。

簡易水道事業特別会計は、西仙北地域の大沢郷地区簡易水道事業の工事終了などによ

り、前年度と比較し約２億８，０００万円の減となっております。

主な内容といたしまして、２８４ページになりますが、維持管理にかかわる一般管理

費などの総務費は２億３，０７４万８千円、事業費については、西仙北地域の九升田水

道組合の水量が不足していることから、隣接する強首地区簡易水道の配水管を拡張して

水道水を供給する工事のほか、西仙北地域の刈和野地区、大沢郷地区及び心像小杉山地

区、南外地区、神岡地域の神宮寺地区及び宇留井谷地・船戸・戸月地区、また、協和中

央地区における調査委託費及び改修工事費等として１億５１３万円を計上しているほか、

公債費など所要額を計上しております。

２９７ページをお願いします。

次に、議案第７０号、平成２４年度大仙市公共下水道事業特別会計予算は、歳入歳出

それぞれ１７億５，９４０万円であります。

公共下水道事業特別会計の主な内容は、３０６ページになりますが、下水道維持管理

費にかかわる総務費は３億３，３４９万２千円、また、事業費には、大曲地域及び神岡

地域の管渠敷設工事や住宅市街地総合整備事業として大曲駅前第二地区土地区画整理事

業地内の下水道整備工事など５億２，５７２万３千円を計上しているほか、公債費など
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所要額を計上しております。

次に、３２１ページになります。

議案第７１号、平成２４年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算は、歳

入歳出それぞれ７億５，５２２万９千円であります。

特定環境保全公共下水道事業特別会計の主な内容は、３３０ページになりますが、下

水道維持管理費にかかわる総務費は１億４，７７８万６千円、また、事業費には、中仙

地域及び南外地域の管渠工事や協和地域の調査業務費など１億５，８４１万６千円を計

上しているほか、公債費など所要額を計上しております。

次に、３４３ページになります。

議案第７２号、平成２４年度大仙市特定地域生活排水処理事業特別会計予算は、歳入

歳出それぞれ２，６６３万６千円であります。

特定地域生活排水処理事業特別会計の主な内容は、３５１ページになりますが、西仙

北地域及び協和地域にかかわる浄化槽維持管理費など総務費１，５８７万円を計上して

いるほか、公債費など所要額を計上しております。

次に、３５５ページになります。

議案第７３号、平成２４年度大仙市農業集落排水事業特別会計予算は、歳入歳出それ

ぞれ１２億２４万７千円であります。

農業集落排水事業特別会計は、前年度と比較し、太田地域の三本扇地区の事業が終了

したことなどにより約４億円の減となっております。

主な内容といたしまして、３６５ページになりますが、農業集落排水維持管理費にか

かわる総務費は１億８，５１６万５千円、また、事業費として、平成２４年度で工事が

完了する大曲地域角間川地区の整備費８，７５９万１千円を計上しているほか、公債費

など所要額を計上しております。

次に、３７９ページになります。

議案第７４号、平成２４年度大仙市老人デイサービス事業特別会計予算は、歳入歳出

それぞれ４，９６２万５千円であります。

介護老人デイサービス事業特別会計は、利用者が可能な限り在宅での生活を継続でき

るように、通所による機能訓練等の各種サービスを提供する事業であり、市直営の施設

としては、これまで進められてきた介護施設の法人移行により、協和デイサービスセン

ター１カ所での運営となっております。



- 63 -

主な内容は、施設運営費などの総務費として１，１８４万１千円、サービス事業費

２，５６８万３千円のほか、公債費など所要額を計上しております。

次に、３９３ページをお願いします。

議案第７５号、平成２４年度大仙市スキー場事業特別会計予算は、歳入歳出それぞれ

５，２５７万９千円であります。

スキー場事業特別会計の主な内容は、４０１ページになりますが、大曲ファミリース

キー場の指定管理料及び管理棟改修工事費、協和スキー場の維持管理経費などにかかわ

るスキー場事業費として２，６２２万１千円のほか、公債費など所要額を計上しており

ます。

次に、４０７ページになります。

議案第７６号、平成２４年度大仙市内小友財産区特別会計予算は、歳入歳出それぞれ

９３万円であります。

主な内容といたしまして、管理会運営費などの管理会費３７万７千円など所要額を計

上しております。

次に、４２１ページになります。

議案第７７号、平成２４年度大仙市大川西根財産区特別会計予算は、歳入歳出それぞ

れ９１万６千円であります。

主な内容といたしまして、管理会運営費などの管理会費３７万７千円など所要額を計

上しております。

次に、４３５ページになります。

議案第７８号、平成２４年度大仙市荒川財産区特別会計予算は、歳入歳出それぞれ

１６７万円であります。

主な内容といたしまして財産区管理会諸経費など管理会費として４９万３千円、総務

費では、一般管理費など９４万３千円のほか、所要額を計上しております。

４４９ページをお願いします。

議案第７９号、平成２４年度大仙市峰吉川財産区特別会計予算は、歳入歳出それぞれ

１３１万１千円であります。

主な内容といたしまして、財産区管理会諸経費など管理会費として４７万４千円、総

務費では、一般管理費など５７万８千円のほか、所要額を計上しております。

次に、４６３ページになります。
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議案第８０号、平成２４年度大仙市船岡財産区特別会計予算は、歳入歳出それぞれ

１５６万５千円であります。

主な内容といたしまして、財産区管理会諸経費など管理会費として４９万円、総務費

では、財産造成費など７７万６千円のほか、所要額を計上しております。

４７７ページになります。

議案第８１号、平成２４年度大仙市淀川財産区特別会計予算は、歳入歳出それぞれ

１８０万８千円であります。

主な内容といたしまして、財産区管理会諸経費など管理会費として４８万９千円、総

務費では、財産造成費など６９万５千円のほか、所要額を計上しております。

以上、平成２４年度一般会計及び特別会計予算の概要を申し上げましたが、よろしく

ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（鎌田 正） 次に、日程第７６、議案第８２号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。伊藤市立大曲病院事務長。

○病院事務長（伊藤和保）【登壇】 議案第８２号、平成２４年度市立大曲病院事業会計

予算について、ご説明申し上げます。

資料につきましては、今と同じ資料の４９１ページからとなっておりますので、お開

き願いたいと思います。

予算第２条、業務の予定量からご説明させていただきます。

平成２４年度の業務の予定量につきましては、入院では、一日平均患者数を前年度と

同様に１１５人とし、年間延べ患者数を４万１，９７５人、病床利用率で９５．８％と

見込んでおります。

また、外来では、一日平均患者数を前年度当初比較で２人多い６２人とし、年間延べ

患者数を１万５，１９０人と見込んでございます。

さらに、精神科訪問看護・指導につきましては、訪問看護対象者数やこれまでの実績

を勘案いたしまして、一日の訪問患者数を２人とし、週二日あるいは三日の訪問を実施

することで、年間延べ患者数を２２７人と見込んだところでございます。

次に、第３条の収益的収入及び支出の予定額につきましては、収入の第１款病院事業

収益、支出の第１款病院事業費用ともに同額の１０億７４４万１千円で、収支差し引き

ゼロの予定額であります。前年度当初予算比較では２，８２５万２千円、率にして
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２．９％増ということでございます。

収入の第１款第１項医業収益は、前年度当初予算比較で２，９１０万４千円、３．９

％増の７億６，９２９万５千円を見込んでおります。

内訳の入院及び外来収益は、それぞれの年間延べ患者数に応じました診療報酬で、入

院では５億６，５１９万８千円、外来では訪問看護指導も含めまして２億５０万８千円

を見込んだところであります。

第２項医業外収益につきましては、前年度当初予算比較で８５万２千円、率で０．４

％少ない２億３，８１４万６千円でございます。このほとんどを占めます一般会計から

の繰入金は、地方公営企業法第１７条の２で規定されております経費の負担の原則に

沿った繰入金でございまして、前年度当初予算比較で８５万２千円少ない２億

３，７００万円をお願いするものでございます。

支出の第１款第１項医業費用は、前年度当初予算比較で３，０８３万４千円、３．３

％増の９億６，０４０万５千円で、この主な内訳は、給与費が５億４，７６８万３千円、

薬品費などの払い出しの材料費が１億６，３３９万６千円、光熱水費、燃料費などの経

費が１億７，１０９万６千円、減価償却の７，５８５万円でございます。

第２項の医業外費用につきましては、前年度当初予算比較で２５８万２千円、５．４

％減の４，５５３万６千円でございます。病院の企業債の支払い利息がほとんどでござ

います。

第３項の予備費につきましては、前年度と同額の１５０万円とさせていただいており

ます。

次のページをお願いいたします。

予算第４条の資本的収入及び支出の予定額につきましては、収入は予定額がございま

せん。

支出の第１款資本的支出は９，６１５万９千円で、前年度当初予算比較で２６２万１

千円少ない予定額となってございます。

内訳になります第１項の建設改良費は１，２６９万２千円で、厨房の漏水対策工事費

や病棟で使用の与薬カートなどの購入費を見込んでおります。

第２項の企業債償還金は、企業債３件分の元金償還分でございまして８，２４６万７

千円でございます。

第３項予備費は、前年度と同額の１００万円としております。
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なお、こちらの予算の資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額につきまして

は、過年度分の損益勘定留保資金により補填しようとするものでございます。

次の第５条一時借入金の限度額、第６条、７条の予算の流用に関する事項、第８条の

棚卸し資産の購入限度額につきましては、それぞれ記載のとおりでございますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。

以上、平成２４年度市立大曲病院事業会計予算の概要につきましてご説明申し上げま

したが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

○議長（鎌田 正） 次に、日程第７７、議案第８３号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。高野水道局長。

○水道局長（高野永夫）【登壇】 それでは、引き続き予算書の５１５ページをお開き願

います。

議案第８３号、平成２４年度大仙市上水道事業会計予算につきまして、ご説明いたし

ます。

第２条の業務の予定量につきましては、給水戸数を前年度比較１．９％増の１万

３，９０８戸、年間総配水量を前年度比較０．９％減の４４８万４１１㎥、一日平均配

水量を前年度比較０．９％減の１万２，２７５㎥を予定し、有収率としましては、前年

度と同率の９０％を見込んでおります。

次に、第３条収益的収入及び支出につきましては、収入第１款上水道事業収入は、前

年度比較９％増の９億７，１１２万３千円を見込んでおります。

第１項営業収益８億５，１９７万８千円のうち、水道料金収入は配水量の減とともに

前年度比較０．８％減の８億４，４２９万円を見込み、その他営業収益として給水工事

設計審査手数料など７６８万８千円を計上しております。

第２項営業外収益１億１，９１４万４千円の主なものとしましては、他会計補助金と

して仙北南地区の簡易水道事業の統合に伴います起債償還分の利息２９７万４千円、そ

れから補償金としましては、大曲橋架け替え事業に伴います旧取水施設の撤去費用に係

る補償金１億１，３２３万５千円などでございます。

次に、支出第１款上水道事業費は、前年度比較１．３％減の７億７，７９８万２千円

でございます。

第１項営業費用６億９，１６１万３千円の主なものとしましては、職員２０名の給与
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費、水質検査、各施設の保守管理等の委託料、取水施設・浄水場での電気料を動力費と

して計上しております。宇津台・玉川浄水場など施設の修繕のほか、配水管及び給水管

の漏水修理に係る修繕料、それから減価償却費、資産減耗費として旧施設の撤去工事費

などを計上しておるものであります。

第２項営業外費用８，３８６万９千円の主なものとしましては、企業債利息

６，０７１万５千円、そのほか消費税及び地方消費税であります。

第３項特別損失１００万円及び第４項予備費１５５万円は、記載のとおりでございま

す。

収入及び支出の差し引きとしまして、消費税を控除しました純利益を前年度比

８０．３％増の１億７，８４２万９千円を見込んでおります。

次の５１６ページをお願いいたします。

次に、第４条資本的収入及び支出についてでございます。

収入第１款資本的収入額を前年度比３６．９％減の２，５５８万６千円、支出第１款

資本的支出額を前年度比７６．８％増の４億９，２４７万４千円を見込んでおります。

資本的支出に対して不足する額４億６，６８８万８千円につきましては、過年度分損

益勘定留保資金から２億５，０６５万６千円、減債積立金から１億円、建設改良積立金

から１億円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額から１，６２３万２千円

を補填するものでございます。

収入の内訳としまして、第１項工事負担金は、大曲駅前第二地区土地区画整理事業に

伴う配水管移設工事負担金など２，１５９万５千円でございます。２項負担金は、消火

栓設置工事に係る負担金を見込んでおります。３項出資金は、仙北南地区の簡易水道起

債償還のうちの元金償還の２分の１に相当する一般会計からの出資金でございます。

支出の内訳としまして、第１項建設改良費３億６，７３７万８千円を計上しておりま

して、大曲橋架け替え事業に伴う工事として、債務負担により既に実施している配水管

橋梁添架工事をはじめ、右岸・左岸堤防内の添架管に取り付ける配水管布設工事を予定

しております。

また、大曲駅前第二地区土地区画整理事業に関連しまして配水管移設工事を４件予定

しております。通常の取り組みであります老朽管の更新を目的とした配水管改良工事に

つきましては、４件の工事を予定しております。

第２項企業債元金償還金１億２，５０９万６千円を計上しております。
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それでは、最後のページです。５１７ページをお願いします。

第５条は、一時借入金の限度額を５，０００万円と定めております。

第６条、それから第７条については記載のとおりでございます。

第８条につきまして、棚卸し資産の購入限度額を１，０７１万円というふうに定めて

おります。

以上、議案第８３号につきましてご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご承認賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（鎌田 正） これにて、本定例会に上程された議案の説明が終了いたしました。

○議長（鎌田 正） お諮りいたします。議案等調査のため、２月２８日から３月４日ま

で６日間、休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田 正） ご異議なしと認めます。よって、２月２８日から３月４日まで６日

間、休会することに決しました。

○議長（鎌田 正） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。

本日はこれをもって散会し、来たる３月５日、本会議第２日目を定刻に開議いたしま

す。

長時間にわたり、大変ご苦労様でございました。

午後 ２時５７分 散 会


